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   第 ３ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 
 

令和７年10月14日(火曜日) 

午前９時57分開議 

午前11時４分休憩 

午後０時57分開議 

午後２時24分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第37号 令和６年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第39号 令和６年度熊本県母子父子寡

婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第52号 令和６年度熊本県国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(13人) 

        委 員 長 髙 木 健 次 

        副委員長 中 村 亮 彦 

        委  員 前 川   收 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 髙 島 和 男 

        委  員 坂 梨 剛 昭 

        委  員 前 田 敬 介 

        委  員 南 部 隼 平 

        委  員 住 永 栄一郎 

        委  員 斎 藤 陽 子 

        委  員 星 野 愛 斗 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行 

理 事 

(デジタル戦略担当) 

   兼デジタル戦略局長 阪 本 清 貴 

         理 事 

  (球磨川流域復興担当) 

  兼球磨川流域復興局長 府 高   隆 

総括審議員兼政策審議監  

兼地域振興 

・世界遺産推進局長 柴 田 英 伸 

交通政策・統計局長 坂 本 弘 道 

土木技術審議監 有 働 人 志 

  首席審議員兼企画課長 受 島 章太郎 

首席審議員 

兼地域振興課長 若 杉 久 生 

阿蘇草原再生 

・世界遺産推進課長 吉 田 二 浩 

      交通政策課長 牧 野 記 大 

空港アクセス鉄道 

      整備推進課長 宮 原 尚 孝 

   統計調査課長 上 野 成 也 

  デジタル戦略推進課長 大 村 克 之 

    システム改革課長 四方田 亨 二 

         政策監 甲 斐 奈美枝

健康福祉部 

       部 長 下 山   薫 

首席審議員 

     兼政策審議監 鍬 本 亮 太 

医 監 木 脇 弘 二 

長寿社会局長 本 田 敦 美 

子ども・ 

障がい福祉局長 清 水 英 伸 

健康局長 篠 田   誠 

首席審議員 

兼健康福祉政策課長 入 田 秀 喜 

健康危機管理課長 弓 掛 邦 彦 

高齢者支援課長 笠     新 

 認知症施策・ 

地域ケア推進課長 永 野 千 佳 

社会福祉課長 冨 安 智 詞 

子ども未来課長 緒 方 雅 一 
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子ども家庭福祉課長 中 村 寿 克 

首席審議員 

兼障がい者支援課長 竹 中   良 

医療政策課長 神 西 良 三 

  国保・高齢者医療課長 黒 瀬 琢 也 

健康づくり推進課長 堤     茂 

薬務衛生課長 飯 野   彬 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

    会計管理者兼出納局長 野 中 眞 治 

    会計課長 小 夏   香 

――――――――――――――― 

監査委員・同事務局職員出席者 

          局 長 井 藤 和 哉 

         監査監 天 野 誠 史 

監査監 二 宮   守 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 吉 村 修 一 

       議事課主幹 太 田 弘 巳 

       議事課主事 井 島 美 幸 

――――――――――――――― 

  午前９時57分開議 

○髙木健次委員長 それでは、ただいまから

第３回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、午前に企画振興部の審査を行い、

午後から健康福祉部の審査を行うこととして

おります。 

 これより、企画振興部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、企画振興部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、富永企画振興部長。 

 

○富永企画振興部長 おはようございます。 

 令和６年度決算の御説明に先立ちまして、

前年度の決算特別委員会において御指摘のあ

りました施策推進上改善または検討を要する

事項等のうち、企画振興部関係につきまし

て、その後の措置状況を御報告いたします。 

 ｢世界文化遺産登録推進事業について、執

行残による不用額が発生しているが、阿蘇の

世界文化遺産登録を目指して、事業をさらに

効果的に進めること｡」との御指摘がありま

した。 

 昨年度は、事業の計画的な執行に努め、執

行残額の圧縮に努めたところです。また、事

業費に対して最大限の効果が得られるよう

に、本年度は、海外の有識者を招き阿蘇を視

察いただく国際ワーキンググループの実施や

例年実施しております機運醸成向上のための

県外での阿蘇世界文化遺産登録シンポジウム

の開催、また、資産範囲の保護措置を高める

文化財保護法の重要文化的景観選定に向けた

取組などを予定しており、引き続き、阿蘇の

世界文化遺産登録を確実に実現するために努

めてまいります。 

 続きまして、企画振興部の令和６年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料、１ペー

ジの令和６年度歳入歳出決算総括表により御

説明いたします。 

 歳入につきましては、予算額51億2,000万

円余に対しまして、収入済額は35億7,000万

円余で、不納欠損額及び収入未済額はござい

ません。 

 なお、予算現額と収入済額との比較15億

4,000万円余は、主に翌年度への事業繰越し

に伴う国庫支出金等の減及び基金を充当する

事業の所要額の減でございます。 

 また、歳出につきましては、予算額118億

円余に対しまして、支出済額は91億8,000万

円余となっております。 

 翌年度への繰越額は19億8,000万円余で、

｢環境首都」水俣・芦北地域創造事業等の年
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度内の事業完了が困難となり、翌年度に繰り

越しているものでございます。 

 また、不用額は６億3,000万円余で、主な

内容は、実績額が見込額を下回ったことや経

費節減、入札に伴う執行残でございます。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたし

ますので、よろしく御審議いただきますよう

お願い申し上げます。 

 

○髙木健次委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 まず、定期監査の結果につきましては、企

画振興部では指摘事項はございません。 

 続きまして、企画課の決算状況につきまし

て、お手元の決算特別委員会説明資料により

御説明申し上げます。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額、

収入未済額ともございません。 

 ２ページ、最下段のまち・ひと・しごと創

生寄附金は、本県の地方創生の取組に対しま

して、企業版ふるさと納税として県外企業か

らいただきました寄附金でございます。寄附

金が見込みより多かったことにより、3,000

万円余の増額となっております。 

 飛んで、４ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明をいたします。 

 ３段目の一般管理費は、人事課から配当を

受けました時間外勤務手当でございます。こ

の項目は、企画振興部各課分を企画課にて一

括計上をしております。 

 最下段の諸費は、東京事務所の職員給与費

及び管理運営費で、不用額900万円余は、人

件費、東京事務所の活動経費、維持管理費、

宿舎借り上げ料の執行残でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 ２段目の企画総務費は、企画課の職員給与

費で、不用額200万円余は、その執行残でご

ざいます。 

 最下段の計画調査費は、各種事業に要する

経費でございますが、不用額は3,900万円余

となっています。 

 その主なものといたしましては、政策推進

事業費やＳＤＧｓ推進事業など、経費節減に

伴う執行残のほか、ふるさとくまもと応援寄

附金への積立てにつきましては、これを原資

といたします寄附金、いわゆる企業版ふるさ

と納税の見込み減によりまして、基金への積

立金額が想定を下回ったこと、さらに、企業

版ふるさと納税マッチング促進事業につきま

しては、委託事業者に寄附金募集の出来高を

支払う、こういった事業でございますが、こ

の事業を活用した寄附金額が想定を下回った

ことによるものでございます。 

 企画課からは以上です。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入につきまして、不納欠損額、収入未済

額ともにございません。 

 主な収入について御説明いたします。 

 まず、使用料及び手数料で、３段目、不動

産鑑定業者登録手数料は、不動産の鑑定評価

に関する法律に基づく不動産鑑定業者の更新

登録等に係る手数料でございます。 

 ４段目以降は、国庫支出金です。 

 下から３段目の離島活性化交付金は、離島

の地域活性化等を図るための交付金で、御所

浦地域活性化推進事業を実施しております。 

 下から２段目の地方創生推進交付金は、地

方版総合戦略の取組を着実に推進していくた

めの交付金で、移住定住加速化事業や地域づ

くりチャレンジ推進事業等を実施しておりま

す。 

 最下段の特定地域振興対策事業費補助は、

環境省の水俣病総合対策施設整備費補助金等

で、「環境首都」水俣・芦北地域創造事業等
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を実施しております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １段目の繰越金は、水俣・芦北地域重点施

策課題解決推進事業等、令和５年度から６年

度に繰り越した事業費の一般財源分でござい

ます。 

 ２段目以降は、諸収入でございます。 

 下から２段目の被災住宅移転促進宅地整備

事業受託事業収入は、令和２年７月豪雨によ

り甚大な被害を受けた球磨村の住まいの早期

再建に向け、県が村から受託して実施する被

災地域の住民等の移転先となります渡地区に

おける宅地整備等に係る受託事業収入でござ

います。 

 最下段の雑入は、一般財団法人自治総合セ

ンターからの事務費交付金などでございま

す。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２段目の企画総務費は、地域振興課職員20

名分の職員給与費で、不用額は執行残でござ

います。 

 最下段の計画調査費は、移住定住加速化事

業、地域づくりチャレンジ推進事業費補助金

をはじめ、備考欄、９ページにございます事

業の概要に記載しております事業等に係る経

費でございます。 

 ８ページにお戻りいただきまして、不用額

１億1,100万余につきましては、備考欄、不

用額を生じた理由に記載のとおり、所要額の

減に伴う執行残でございます。 

 主なものといたしまして、移住定住加速化

事業につきましては、移住支援事業等の補助

金の額の確定に伴う執行残でございます。水

俣・芦北地域重点施策課題解決推進事業、地

域づくりチャレンジ推進事業、｢環境首都」

水俣・芦北地域創造事業につきましては、い

ずれも補助金の額の確定に伴う執行残でござ

います。 

 最後に、繰越しでございます。 

 翌年度繰越額９億4,300万余につきまして

は、別冊の附属資料で御説明いたします。 

 附属資料の１ページをお願いいたします。 

 明許繰越しでございます。 

 １段目の「環境首都」水俣・芦北地域創造

事業は、水俣市が水俣川河口臨海部において

護岸整備等を行う渚造成事業等について、建

設資材の入手困難等によるものや、令和７年

度に市町が実施する事業への補助について、

国の経済対策に対応し、令和６年度２月補正

予算に計上したため、繰り越したものでござ

います。 

 ２段目の水俣・芦北地域重点施策課題解決

推進事業は、各市町が実施する事業のうち、

津奈木町の宿泊交流拠点整備について、物価

高騰等の影響により入札が不調となり、その

後の設計変更等に不測の日数を要したことに

より繰り越したものでございます。 

 最下段の被災住宅移転促進宅地整備受託事

業は、避難路整備のための用地取得に不測の

時間を要したこと等により繰り越したもので

ございます。 

 地域振興課は以上です。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 阿

蘇草原再生・世界遺産推進課でございます。 

 資料の10ページをお願いします。 

 まず、歳入については、不納欠損、収入未

済はありません。 

 主な収入について御説明します。 

 まず、分担金及び負担金ですが、阿蘇の世

界文化遺産登録推進のための学術的な検討や

広報等に要する経費について、阿蘇郡市の市

町村に県と同額の負担をお願いしているもの

です。 

 予算現額と収入済額の差は、対象事業にお

ける所要額の減によるものです。 

 次に、国庫支出金の地方創生推進交付金

は、阿蘇世界文化遺産登録推進事業に係る国

庫補助で、予算現額と収入済額との差は、所
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要額の減によるものでございます。 

 また、重要文化的景観保存・活用補助につ

きましては、阿蘇で進めている重要文化的景

観の保存・活用事業に係る国庫補助です。 

 次に、歳出です。 

 資料の11ページをお願いします。 

 企画総務費は、当課の職員給与で、不用額

は執行残です。 

 次に、計画調査費ですが、不用額の807万

円余は、備考欄の不用額を生じた理由に記載

のとおり、世界文化遺産登録推進事業の委託

料などの所要額が見込みを下回ったことなど

による執行残が主な要因でございます。 

 翌年度繰越金545万余につきましては、別

冊の附属資料で御説明します。 

 附属資料の２ページをお願いします。 

 明許繰越しでございます。 

 阿蘇草原再生事業費は、野焼きの再開と後

継者育成を行うもので、各牧野で実施する野

焼きについて、度重なる天候不良が生じたこ

とで、年度内に事業が実施できなかったた

め、繰り越したものでございます。 

 なお、右端の進捗状況100％と記載のとお

り、今年５月までに事業を完了しておりま

す。 

 阿蘇草原再生・世界遺産推進課は以上で

す。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 説明資料、12ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額及

び収入未済額はございません。 

 内容について御説明いたします。 

 まず、使用料及び手数料につきましては、

阿蘇くまもと空港にございます格納庫の使用

料によるものでございます。 

 次に、国庫支出金につきましては、地域公

共交通再構築調査事業費補助、それから社会

資本整備総合交付金等でございます。 

 続きまして、13ページをお願いいたしま

す。 

 次に、財産収入についてでございますが、

阿蘇くまもと空港周辺の県有地の土地貸付料

等でございます。 

 次に、繰越金につきましては、国際航空貨

物専用の上屋の整備をはじめといたしました

阿蘇くまもと空港拠点性向上事業等の令和５

年度からの繰越しに伴う一般財源分でござい

ます。 

 次に、諸収入につきましては、有明海自動

車航送船組合新船建造費貸付金回収金等でご

ざいます。 

 続いて、14ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 まず、企画総務費につきましては、当課職

員18人分の給与費でございまして、不用額は

その執行残でございます。 

 次に、計画調査費につきましては、備考

欄、15ページまでかかりますけれども、備考

欄の事業の概要に記載の事業などに要する経

費となってございます。 

 不用額の9,300万円余につきましては、14

ページから15ページに同じく記載してござい

ます不用額を生じた理由のところを御覧いた

だければと思います。 

 主なものといたしましては、並行在来線対

策事業、それから阿蘇くまもと空港直轄事業

負担金、天草空港運航支援対策事業、それか

ら地域交通燃料価格高騰対策事業等の補助金

や負担金などの所要額が見込みを下回ったこ

とによる執行残でございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 企画施設災害復旧費について記載してござ

いますが、こちらは、被災した鉄道、くま川

鉄道でございますが、くま川鉄道の災害復旧

を行うこの会社に対する助成ということでご

ざいます。 

 不用額は執行残でございます。 

 翌年度繰越額７億5,900万余につきまして
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は、別冊の附属資料で説明をさせていただき

ます。 

 恐れ入りますが、附属資料の３ページをお

願いいたします。 

 １段目、２段目、４段目の地方公共交通対

策事業、それから阿蘇くまもと空港国内線対

策事業、くま川鉄道災害復旧支援事業につき

ましては、それぞれ資材調達、それから航空

会社などとの事業実施に向けた調整、さらに

は工事に係る工法の変更に伴う関係機関との

調整等に時間を要しまして、年度内の完了が

困難となったため、繰り越したものでござい

ます。 

 また、３段目の地域交通燃料価格高騰対策

事業につきましては、令和６年度２月補正予

算による追加事業でございまして、年度内の

完了が困難となったため、繰り越したもので

ございます。 

 なお、いずれの事業も、本年度内の完了を

予定してございます。 

 交通政策課は以上です。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 説明資料の17ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額及

び収入未済額はございません。 

 内容について御説明いたします。 

 繰越金につきましては、阿蘇くまもと空港

アクセス鉄道整備調査検討事業等の令和５年

度からの繰越しに伴う一般財源分でございま

す。 

 続きまして、18ページをお願いいたしま

す。 

 歳出について御説明いたします。 

 まず、企画総務費につきましては、当課の

職員給与費でございます。 

不用額は、各種手当ですとか職員共済費等

の執行残になります。 

 次に、計画調査費につきましては、阿蘇く

まもと空港アクセス鉄道整備調査検討事業な

どに要する経費で、不用額につきましては、

旅費ですとか負担金その他の事務費の執行残

でございます。 

 翌年度の繰越額２億7,600万円余につきま

しては、別冊の附属資料で説明させていただ

きます。 

 恐れ入りますが、附属資料の４ページをお

願いいたします。 

 阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備調査検

討事業につきましては、国やＪＲ等の関係機

関との協議、調整に時間を要し、年度内の完

了が困難となったため、繰り越したものでご

ざいます。 

 なお、繰り越しました事業は、今年度内の

完了を予定しております。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上です。 

 

○上野統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 歳入の内訳ですが、当課の歳入は、ほとん

ど国庫支出金であり、国から委託を受けた各

種統計調査の実施に伴う国庫委託金でござい

ます。 

 次に、資料の21ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございますが、統計調査総務費は、

主に職員28名の給与費等で、不用額は執行残

でございます。 

 次に、委託統計費は、国から委託を受けて

実施した統計調査の経費でございます。 

 不用額は事業実施後の執行残でございま

す。 

 単県統計費は、推計人口調査等の県単独調

査及び関係資料の作成に要した経費等でござ

います。 

 不用額は執行残でございます。 
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 統計調査課は以上です。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 資料、22ページをお願いします。 

 歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 主な歳入について御説明いたします。 

 まず、国庫支出金の社会保障・税番号制度

システム整備費補助ですが、中間サーバープ

ラットフォーム活用事業に係る交付金になり

ます。 

 地方創生推進交付金は、くまもとＤＸグラ

ンドデザイン推進のためのくまもとＤＸ推進

コンソーシアムの運営等に係る経費でござい

ます。 

 次に、財産収入でございますが、熊本県が

株主である株式会社熊本流通情報センター、

株式会社ジェイコム九州及び天草ケーブルネ

ットワーク株式会社からの配当金収入でござ

います。 

 次に、諸収入でございます。 

 共同システム運営受託収入ですが、県と市

町村が共同で運用しております電子申請シス

テム等に係る経費の市町村負担金でございま

す。 

 23ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 まず、人事管理費ですが、県と市町村が利

用している情報システムの運用管理等を行う

電子自治体推進事業や、産学官連携により県

全体のデジタル化、ＤＸを進めるくまもとＤ

Ｘグランドデザイン推進事業に係る経費でご

ざいます。 

 不用額の174万円余は、経費節減及び入札

に伴う執行残でございます。 

 次に、企画総務費でございます。 

 デジタル戦略推進課14名の職員給与費で、

不用額は執行残でございます。 

 最後に、計画調査費ですが、マイナンバー

制度に係る連携サーバーの維持管理等を行う

社会保障・税番号制度に係る共同システム整

備事業等に係る経費でございます。 

 不用額155万円余は、所要額減等に伴う執

行残でございます。 

 デジタル戦略推進課は以上でございます。 

 

○四方田システム改革課長 システム改革課

でございます。 

 資料、24ページをお願いします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額及

び収入未済額はありません。 

 主な収入について御説明します。 

 諸収入でございます。 

 共済組合収入ですが、これは、地方職員共

済組合及び熊本県職員互助会から委託されて

おります電算処理業務に係る経費の負担金で

す。 

 次に、雑入ですが、企業局及び病院局によ

る知事部局の情報システム利用に係る負担金

等になります。 

 続きまして、資料、25ページをお願いしま

す。 

 主な歳出について御説明します。 

 まず、人事管理費ですが、パソコンの調達

や保守等を行う庁内情報基盤管理運営事業や

オンライン会議、テレワーク環境の整備等を

行うＩＣＴを活用した働き方改革等推進事業

等に係る経費です。 

 不用額の1,514万円余は、入札等に伴う執

行残です。 

 26ページをお願いいたします。 

 企画総務費でございますが、システム改革

課16名の職員給与費で、不用額は執行残で

す。 

 次に、計画調査費でございますが、県庁と

各広域本部等を高速回線で接続するネットワ

ークの管理等を行う熊本県総合行政ネットワ

ーク管理運営事業等に係る経費です。 

 不用額1,182万円余は、入札等に伴う執行
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残です。 

 システム改革課は以上です。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局付でござい

ます。 

 資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 主な収入について御説明いたします。 

 中段の繰入金の球磨川流域復興基金繰入金

につきましては、令和２年７月豪雨からの生

活再建や集落の復旧、復興などを推進する市

町村事業の財源に充てるために、基金から一

般会計に繰り入れたものでございます。 

 下段の諸収入の雑入、派遣職員負担金につ

きまして、予算現額と収入済額の差100万円

余は、市町村派遣職員の給与の所要額減に伴

うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 資料の28ページをお願いいたします。 

 まず、企画総務費につきましては、球磨川

流域復興局職員31人の職員給与費で、不用額

はその執行残でございます。 

 次に、計画調査費につきましては、備考欄

の事業の概要を御覧ください。 

 主な事業は、球磨川流域復興局運営費、球

磨川流域復興基金交付金等でございます。 

 不用額の２億9,600万円余は、主に球磨川

流域復興局運営費の経費節減に伴う執行残及

び球磨川流域復興基金交付金、こちらは、復

旧、復興のために市町村が実施する事業なの

ですけれども、そちらの所要額減に伴う執行

残でございます。 

 球磨川流域復興局は以上です。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 まず、４ページ、企画課です

けれども、上から４段目の諸費で、東京事務

所等々の不用残があったと、不用額が出たと

いうことであります。私たちの感覚でいえ

ば、東京は非常に物価高が我々地方以上に進

んでいるような気がしておりまして。総額で

936万4,000円の不用額とはいえ、東京事務所

の運営がかなり厳しい状況になるんじゃない

かなという感じをずっと持っておりましたの

で、不用が出たことがちょっと意外でありま

したので、その点について一つ説明をしてく

ださい。 

 それから、次は、11ページの阿蘇草原再

生・世界遺産推進課の上から３段目の計画調

査費で、翌年に繰り越された545万6,000円、

中身は、今別冊の中の２ページにございます

阿蘇草原再生事業、野焼き事業が天候不良と

いうことで事業ができなかったのを繰り越し

たという話であります。 

 単純に天候不良ということだけであれば、

それはもうそれでやむを得ないのかなという

ふうに思いますけれども、阿蘇の野焼きとい

うのは、割と季節的にいつでも焼いていいと

いうわけじゃなくて、かなりやっぱり期間を

きちっと決めて、そのところで焼かないと後

がまた困ってしまうし、芽が出る前に焼かな

きゃいけないわけでしょうけれども、それが

天候不順だったということでありましょう

が、ちょっと懸念しているのは、そもそも人

員不足で、ボランティアの皆さん方も含めて

でありますけれども、野焼きそのものが非常

に厳しい状況があるというお話を聞いたこと

がございます。その点とは関係ないのかな、

今はどういう状況なのかなということ、阿蘇

の野焼きのトータルで、その人も含めて、ど

ういう状態なのか教えてもらえればと思いま

す。 

 それから、最後に14ページ、交通政策課、
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上から３段目、これも計画調査費の中に不用

が出ておりますが、不用の中の一番上の並行

在来線対策事業の所要額、それから、その下

の段が阿蘇くまもと空港直轄事業負担金の事

業費確定による執行残と、両方とも執行残で

ありまして、似たような金額で、1,148万

余、1,142万余という金額でありますが、在

来線というのは、そもそもＪＲが持っている

わけでありますから、その在来線にいわゆる

事業を入れていくということは、民間企業と

の兼ね合いというのですかね。が非常にデリ

ケートな部分があるというふうに思いますの

で、これは、なぜこの事業に、どういう事業

を入れたのか、教えてください。不用額が生

じた原因も教えてください。 

 それから、同様に、阿蘇くまもと空港直轄

事業負担金、これは、阿蘇くまもと空港のタ

ーミナルは既に民間に委託してあるけれど

も、県がやらなきゃならない直轄部分と、そ

れから、いわゆる民間の部分が非常に仕分が

難しいというか、普通の人は誰も分からない

ぐらいの状況かなと思っていますので、その

部分についても少し教えてもらえればと思い

ます。 

 以上です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 まず、資料、４ページで御質問いただきま

した諸費、東京事務所の運営費について、ま

ず御説明をいたします。 

 このページにございます最下段、諸費の

936万円余の執行残、不用額でございますけ

れども、右側の備考欄を御覧いただきます

と、この事業は、東京事務所の職員給与費の

ほか、東京事務所の職員の宿舎の借り上げ

費、さらには、東京事務所が今――いわゆる

銀座熊本館ですけれども、あそこのビルが東

京海上日動火災との持分共有の財産になって

おりまして、ここの改修、維持管理費用につ

きましても、その持分に応じて負担を行って

いるというふうなものがございます。 

 そのうち、東京事務所管理運営費7,547万

余でございますけれども、この中に大規模改

修費が大きく含まれておりまして、この部分

の不用額が116万円ほど入っております。 

そのほか、一般的な維持管理に含みます管

理費、これも負担金になりますけれども、こ

こが110万円ほど入っておりまして、このト

ータル220万円余が、この上の段にあります

675万円余の不用額の内訳の大宗ということ

になります。 

 以上でございます。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 阿

蘇草原再生・世界遺産推進課でございます。 

 資料、11ページの不用額について御質問い

ただきました。 

 この天候不良といいますのが、大体、野焼

きが、２月、３月、４月、場合によっては５

月にも入るのですけれども、そこで各牧野さ

んが、牧野の組合さんとか、あとボランティ

アさんを募集して予定を組みます。ただ、天

候によって、前の日に雨が降ったりとか、そ

うするとどうしても火をつけることができま

せんので、それでまた日にちがずれますと、

あと、またずれたところで天候が悪かったら

さらにずれていくというところで、この事業

につきましては、繰越しをさせていただい

て、５月中に完了したという内容でございま

す。 

 もう１つ、野焼きの人員ですとか、今の状

況ということでございますけれども、御承知

のとおり、そもそも、そういった牧野にいら

っしゃる牧野の会員の皆様が、年齢がどんど

ん高くなっていて、野焼きができないとか、

あと、若い方は、仕事とか学業で地域外に出

られて、手が足りないという問題はございま

す。 

 で、それを補う形で、財団法人グリーンス

トックというのがありまして、そこで野焼き
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支援ボランティアを募集しております。この

野焼き支援ボランティアの方は年々増えてお

りまして、牧野の組合員さんたちが、ちょっ

と人員が足りない部分を補ったりとか、そう

いった形でしていただいているところです。 

 まさに、それだけでは、なかなか野焼き自

体が尻すぼみになっていくということで、先

ほどの施策の評価のところに上げています後

継者の育成ですとか、野焼き再開の支援とい

うことで、秋に、冬の野焼きの準備で、今ち

ょうど時期なのですけれども、隣の土地に延

焼しないように輪地切りという作業をするの

ですけれども、この輪地切りの作業もすごく

大変ということで、そういった輪地切り自体

を可能な限り支援して、次の、明くる年の野

焼きの再開ができやすくするように、県のほ

うとしても、事業として、今サポートしてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 並行在来線対策事業、それから阿蘇くまも

と空港直轄事業費負担金について御質問いた

だきました。 

 まず、並行在来線対策事業でございますけ

れども、当方の説明が不足しており、大変恐

縮でございますが、こちら、九州新幹線が開

業した際に伴いまして、並行在来線というこ

とでＪＲ九州から分離された肥薩おれんじ鉄

道に対する経営支援等の金額でございます。 

 国への要望活動ですとか、それから、肥薩

おれんじ鉄道も安定的にちょっと経営をして

いただく必要があると考えてございますの

で、ちょっと上下分離的な形でしたものと

か、鉄道施設の必要な更新に対する補助等、

鹿児島県と協調する形で行っているものでご

ざいます。 

 こちらの不用額の理由でございますけれど

も、補助対象事業費が確定をしました分で、

その残りの執行残ということでございます。 

 続きまして、阿蘇くまもと空港の空港直轄

事業負担金ということで、委員御指摘のとお

り、コンセッションということで、民間主体

で既に実施をしてございますので、民間委託

後、例えば、滑走路ですとか誘導路などの更

新ですとか、投資、原則としてこちらの運営

権者のほうが実施をするということになって

おりますので、その点の県の負担金は生じな

いということになってございますけれども、

今日、国が主体となって、必要な設備更新、

例えば、滑走路の地盤改良ですとか、排水機

能の強化といったことにつきましては、国が

主体として施設整備を行う形になっておりま

して、そこに対して県の負担金というのが生

じてくるスキームになってございます。 

 こちらの不用額が生じた理由でございます

けれども、その国のほうで実施をしようとさ

れているそういった地盤改良ですとか、排水

機能の強化、そういったものを事業計画に基

づいてやられているんですけれども、その事

業計画が変更となりまして、工事費が減少し

たことに伴いまして県の負担金が減ったとい

うことでございます。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○前川收委員 まず、一番最初の企画課のほ

うの東京事務所の件でありますけれども、全

体的に、東京事務所の管理運営費、とりわけ

東京の銀座館の中の管理運営費が計画とはち

ょっと違ってきたということでありますけれ

ども、私は、一般的な活動経費そのものにつ

いても非常に厳しいんじゃないかなというふ

うには思っていましたけれども、それは、不

用が出るぐらいですから大丈夫だということ

なのでしょう。 

 ただ、東京事務所の銀座の部分は、過去

に、これは今から検討に入るべきかどうか分

かりませんけれども、県有施設として半分持

っているわけですね。超一等地の土地であり
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ますし、過去に、六本木に熊本会館があっ

て、そこは、宿舎としてどこかに運用しても

らっていたことがありましたね。それは売ら

れましたよね、たしか。六本木何とかヒルズ

ができる前だったと思いますけれども、非常

にいい場所で売ったということがありまし

た。 

 そろそろ、銀座館も老朽化ということが、

こういう維持費がかかってくれば、必ず出て

くると思います。ああいう施設の維持費は物

すごくお金かかるのですね。特に空調関係そ

の他をやり直すという話になると、私の関わ

っていたところも、それは建て直したら早い

ぞというぐらいお金がかかることもあります

ので、きちっと慎重に、東京事務所の管理運

営、やっていただきたいと思いますし、場合

によっては、テナントで借りて入るというこ

との――今の所有していることと借りること

の効率性というのですかね、経済性、どっち

がいいのか、その辺も検討していいんじゃな

いかなと思っていまして、あれだけいい場所

にいい土地があるわけでありますから、それ

なりのお金には多分なると思います。もちろ

ん、資産として持っとくということも大事で

すけれども、その資産が逆に首を絞めてしま

うと、逆に高くなり過ぎるということもある

と思いますので、そこの経営はしっかりやっ

てください。 

 以上です、今のはね。 

 それから、阿蘇の野焼きについては、単純

に天候不順ということでありますが、先ほど

おっしゃったように、人員についてもかなり

厳しい状況だという話も聞いておりますの

で、多分、阿蘇の野焼きがなくなると、阿蘇

の草原は阿蘇の草原じゃなくなるんだろうと

思いますね。世界遺産も目指して頑張ってい

るわけでありますから、もう完全にインフラ

というのですかね、公共的なものという視点

を当然持つべきだというふうに思っていま

す。 

 草はもちろん放牧等々で使われているとは

思いますが、それも使い切ってないという状

況もあると思います。一時はほとんど放牧さ

れない状況がありましたが、今は、県が主導

しながら放牧もしていただいていますけれど

も、限定的に放牧してもらっているというこ

とですから、野焼きを含めて、阿蘇の草原を

どう牧野組合の皆さんと話をして活用するか

ということが大事だろうと思うのですね。や

っぱり全部多分まだ入ってないと思います。

使えるのにまだ使ってない、限定的に、特に

あか牛を子牛の段階で放牧されて、そしてま

た、冬になると入れてという、そういう活用

の仕方も併せて、野焼きも含めて、そういっ

た、阿蘇の景観の一部としての公共性という

ものについてもしっかりお考えいただきます

ようにお願いをいたしておきたいと思いま

す。 

 これはもう答弁要りません。 

 それから、最後のほう、すみませんでし

た。在来線は、肥薩おれんじ鉄道のやつです

ね。 

 肥薩おれんじ鉄道は、上下分離――下はＪ

Ｒがまだ持ったままで上だけ買っているので

なくて、全体をたしか買っていると思います

ね。で、その補助事業を使って、それの執行

残と、国の補助事業の執行残ということです

かね。 

 この間の雨でもかなり事故があって、いつ

も災害に遭って、かなり費用もかかっていま

すので、これはうまく使ってやってくださ

い、こういう補助事業を。 

 それから、阿蘇くまもと空港も、国が管理

すべき直轄部分を県が負担金を出して、国管

理の部分が事業の執行残が出たということで

すね。 

 なかなか複雑で分かりにくいので、どの部

分かよく分からなかったんで、そこは、きち

っと分けながら、これからアクセス鉄道の話

も出てくると思いますので、この部分は県が



第３回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和７年10月14日) 

 - 12 - 

しっかりやります、この部分は国がやってい

ただいております、この部分は民間のコンセ

ッションの空港運営会社がやっているとい

う、それらのことが分かりやすくやっていた

だければと思っています。 

 例えば、これから課題になる、新しいアク

セス鉄道の駅ができました、ターミナルから

どうやってそこまで行くかと。通路を造る、

地下か屋上か天井か分かりませんけれども、

それらは誰が費用を負担するのかという、そ

ういったファジーなところがまだあると思い

ますので、この辺をしっかり、きちっと整理

していっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○牧野交通政策課長 すみません、交通政策

課でございます。 

 ちょっと補足でございます。 

 並行在来線対策事業でございますけれど

も、先ほどちょっと上下分離的にというふう

に申し上げたところ、現時点ではっきりと上

下分離しているわけではなくて、ただ、現

状、上下分離と半ばみなすような形でしたも

のに対して、この経営の支援を行っていると

いうことでございまして、現状ですと、国で

はなく、県のほうで、鹿児島県とちょっと協

調する形でお金を入れているところでござい

ますが、当然、今後、その国の予算に再構築

事業等もございますので、そういったものの

活用も念頭に入れながら、対応を進めていき

まして、より経営安定に進めていきたいと思

ってございます。 

 また、阿蘇くまもと空港のコンセッション

のほう、それぞれちょっと役割分担が分かり

づらいところで申し訳ございません。 

 より改めて申し上げますと、国と熊本国際

空港株式会社が契約を締結しておりまして、

基本的には空港会社が一通りのことはやるん

ですけれども、先ほど申し上げた地盤改良で

すとか、排水機能の強化といった災害対策に

関係する部分の工事を国が直轄で行うケース

があって、そのときに県が負担金を３分の１

納めるというスキームになってございまし

て、一応この流れで今進めさせていただいて

いるところでございますが、御指摘いただい

たとおり、今後、空港アクセス鉄道とか出て

きたときに、その主体間の、この役割分担が

どうなるのかというのは、なかなかちょっと

不透明というか、見づらい部分が、分かりづ

らい部分があると思いますので、その辺りも

きちんと皆さんに分かりやすく説明するよう

に努めてまいりたいと考えてございます。 

 

○前川收委員 肥薩おれんじ鉄道は、災害復

旧費用の施設のほうは、線路のほうは、今ま

でかなり県が補助出しながら災害復旧やって

いましたよね。あれって、結局まだ上下分離

じゃないんですね。的なという話になってい

るわけですね。まだ、所有はやっぱり肥薩お

れんじ鉄道のままですか。 

 これって、今もちょっとお話されました

が、上下分離にしたほうが、有利にいろんな

国のお金が使えるということもあったみたい

な気がしますけどね。わざわざ、上下分離を

あっちこっちやっているわけですから、その

点はどうなのですか。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 その点、委員御指摘のとおりで、各ローカ

ル鉄道、どこも厳しい中、やはり上下分離と

いうことの議論が進んでおります。肥薩おれ

んじ鉄道に関しましても、その点議論を進め

ているところでございまして、やはり上下分

離して下の部分の設備投資といいますか、更

新の部分に関しては、国の予算も使いなが

ら、きちんと手当てをしていくということ

で、その方向に向けて、今まさにその検討を

進めているところでございます。 
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○前川收委員 はい。了解です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 銀座熊本館につきまして、補足して御説明

を差し上げます。 

 先ほど老朽化というふうなお話もございま

した。御指摘のとおり、先ほど申し上げまし

た東京海上日動火災と共有で持っております

現在の銀座熊本館につきましては、昭和62年

に完成をしておりまして、もうそろそろ40年

が経過しようかというふうな、そんな状況に

ございます。 

 御指摘のとおり、これからいろんな維持

費、大規模改修も含めて出てくるというふう

に理解をしております。 

 他方、こちらも御指摘ありましたように、

一等地にやはりテナントショップとしてある

意義というのが、もう一つあろうかと思いま

す。熊本県は、幸いにして共有で今ビルを持

っているという状況なのですけれども、各県

におきましては、やはりテナントを借りてと

いうふうな状況の中だと、だんだんやっぱり

賃料もかなり高騰していく中で、幾つかにお

いては、やっぱり撤退をされたような都道府

県もあるというふうにお聞きをしているとこ

ろでございます。 

 いずれにいたしましても、テナントショッ

プとして、都内の中心地にあって、熊本県の

物産、それから熊本県そのものをＰＲするこ

との意義と、それから、かかっているコス

ト、これは中長期的に見ながら、引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○前田憲秀委員 御説明ありがとうございま

した。 

 ５ページの企画課さん、お尋ねをしたいと

思います。 

 不用額の中で、ふるさとくまもと応援寄附

基金への積立金額が想定を下回ったため、企

業版ふるさと納税が2,000万ほど少なかった

と。これは、当初は１億5,500万ほどだと思

うんですが、もう少し詳しく、下回った理由

なるものを教えていただいていいですか。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 ふるさとくまもと応援寄附金、いわゆる企

業版のふるさと納税でございますけれども、

毎年――これは熊本県に限らずでございます

けれども、全国的に、あるいは県内の市町村

におきましても、企業様の活用といいます

か、御寄附というのが年々右肩上がりで出て

いるというふうな状況でございます。 

 で、熊本県といたしましては、これの単年

度に入ってきた、出口といいますか、歳出の

ほうは、一つは、当該年度、企業様の御意向

に沿って事業に充当していくということの使

い道が１つと、それともう一つは、その年度

では、例えば消化し切れない、あるいは該当

する事業がないというふうな場合には、翌年

度以降に基金として積み立てて、数年単位で

活用させていただくというふうな、こういっ

た２つの道がございます。 

 今御指摘のありました応援寄附基金への積

立金額が想定を下回ったと申しますのは、年

度途中に、こういうことで寄附するよという

ふうな企業様がいらっしゃったものに対し

て、当該年度では、残りの事業期間等を見据

えて、ちょっとさばき切れないというふうな

ことで、基金への積立てというのを途中で設

定したというふうなことがある事業でござい

ました。 

 一方、その企業様からいただきました寄附

金が、最終的に、年度末、結果として2,000

万円下回ったというふうなことで、その結

果、基金へ積み立てようと思っておりました

金額も2,000万下回ったというふうな、こう
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いった状況でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 先ほど、２ページだったかな、まち・ひ

と・しごと創生寄附金は、県外からの寄附金

というのは3,100万ぐらい増加しましたとい

うお話だったので、内容はちょっと違うのか

もしれないですけれども、想定を下回ったと

いうのは、影響はないのかなということでち

ょっとお尋ねをしました。 

 それと、同じく、その下に、企業版ふるさ

と納税マッチング推進事業、390万ほどの不

用ですけれども、下回ったということで、こ

れは想定していたマッチングがやっぱりでき

なくなるとか、そういう事態は起こらないん

ですかね。どうでしょうか。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 いわゆる企業版のふるさと納税そのもの

は、先ほど説明の中でちょっと触れさせてい

ただきましたが、毎年度上向きでといいます

か、右肩上がりでといいますか、どんどんど

んどん増えている状況でございまして、こう

いった傾向は引き続き続いていくのかなとい

うふうに思っております。 

 で、今御指摘をいただきました５ページ目

の、例えば、先ほどの基金への積立てでした

り、あるいは、マッチングによる寄附金とい

うのは、その内数というふうに御理解いただ

ければというふうに考えております。 

 先ほどの基金につきましても、増えていっ

た寄附金の一部を基金に積み立てようと思っ

ていたものが、その該当する部分についてで

すけれども、想定を下回ったというのが、先

ほどの基金についての減額というふうなこと

になりますし、もう一つは、マッチング事業

そのものも、ある企業さんに寄附金の募集を

お願いしまして、そこで持ってきていただい

た寄附金に対して10％委託費としてお渡しを

するという事業なんですけれども、ここを経

由しない寄附金のほうが圧倒的に多くて、事

業としてはまだあまりうまくいってなかった

という結果かもしれませんが、このマッチン

グ促進事業を経由したものがちょっと下回っ

たというふうなことで、寄附金総額としては

かなり上がっているというふうに理解いただ

ければと存じます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 もともと考えてたのが下回らないというこ

とであればいいんですけれども、金額で見る

と、どうしてもそういうふうに見ちゃうもの

ですから、引き続きよろしくお願いいたした

いと思います。 

 委員長もう１点だけいいでしょうか。 

 同じように、８ページの地域振興課さんで

お尋ねをしたいと思います。 

 同じく、やっぱり不用額の一番上で、移住

定住加速化事業の所要減額に伴う執行残で

6,700万余、これ、下のほうに事業がありま

すけれども、２億4,600からすると、27％ぐ

らい、４分の１以上ぐらいが不用なのですけ

れども、ここは、総括的なものは何かあるか

どうかをお尋ねしたいと思います。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。ありがとうございます。 

 不用額につきましては6,773万2,000円ござ

いますけれども、そのうち、市町村への補助

事業が３つございまして、これが5,900、約

6,000万程度の執行残になってございます。 

 この事業につきましては、移住支援事業と

申しまして、東京首都圏にお住まいの方が本

県に移住される場合に、世帯であれば100万

円、それから単身であれば60万円程度支給す

るものでございまして、これは市町村補助に

なっております。 

 これにつきまして、市町村が年度内――ず

っと要望に基づいて計上しておりますけれど
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も、年度内、それを措置する市町村も予算措

置をされておりますので、それで年度末ま

で、県としても計上しているというものでご

ざいます。 

 もう一つが、移住定住促進住まい課題解決

支援事業ということで、移住された方が引っ

越しされたり、それからリフォームに対して

も支援をしておりまして、これの執行残も

2,600万程度ございます。 

 これにつきましても、市町村からの補助に

なっておりますので、市町村のほうが計上さ

れている間、我々としても支援を行うという

ことで年度末まで計上しておりまして、結果

的に、この6,000万程度の執行残になってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 御説明のように、6,000万円ほどが市町村

への補助ということで、やっぱり、県下に移

住を考えている、これぐらいの予算を準備し

ていますけれども、なかなか市町村でそうい

う手が挙がらなかったと見ていいんでしょう

か、ざっくり。 

 

○若杉地域振興課長 満額使われている市町

村もございますし、その１件２件分というこ

とで、各市町村のサービスのメニューとして

計上されてございます。 

 実績としましては、世帯で48件、それから

単身で41件、子育て加算もございまして、単

身と合わせて90件程度の移住に対して支援を

行っているところで、県内全体でございます

けれども、支援を行っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 私は、件数はそうだとして

も、予想はやっぱり下回った件数、市町村、

もうちょっと頑張っていただきたいっていう

ふうに見ていいのかなと思って、それをお尋

ねしたのですけれども。 

 

○若杉地域振興課長 すみません。29市町

村、115件分ということで予算計上しており

ますけれども、実際は17市町村、89件という

ことで、やはり10市町村程度は、その活用は

なかったというところがございます。 

 しかしながら、これは東京首都圏からの移

住でございまして、それ以外の方々には適用

できないということで、それ以外の移住はあ

ったものというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 これだけ、４分の１以上の執行不用という

ことだったものですから、特にお尋ねをした

のですけれども、そこの精査も踏まえて、も

う少し有効的に活用できるように、市町村と

もしっかり話合いを進めていただきたいなと

いうふうに思っています。よろしくお願いい

たします。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。ありがとうございます。 

 私たちも、これについて、どういう活用し

たほうがいいか、決算に見込みで、どういう

形できちんと予算上精査していくかというと

ころは検討課題と考えておりますので、来年

度予算でもきちんと精査して計上させていた

だければと考えているところでございます。

ありがとうございます。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○髙島和男委員 今の移住、定住、関連して

ちょっとお尋ねしたいと思うんですけれど

も、主要施策の成果、別冊の資料で見ており
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ますと、今の課長の御説明のように、89件、

市町村で移住があったということでございま

すけれども、実際に、数年後もしっかり定着

しているというような、後追いというか、追

っかけというか、そこら辺の調査はされてお

りますでしょうか。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 本件につきましては、この補助金を受給さ

れた方は３年間、その自治体に３年間必ずそ

こに定住しないと返還の義務が生じておりま

して、そこは数件、私たちにも相談ございま

すので、ありますけれども、ほぼほぼ皆さん

定住されているんではないかと考えていると

ころでございます。 

 そこは、補助金の返還という事案がほぼ出

てこないものですから、市町村のほうではき

ちんと把握されているものと思っているとこ

ろでございます。 

 

○髙島和男委員 その下の段に、移住支援金

の話、地域課題解決に資すると認められる事

業ということで３件交付したということが記

載をされておりますけれども、具体的にどう

いった課題を改善したのかということを教え

ていただきたい。この成果ですよ。16ページ

の下段の(2)です。地域課題解決に資すると

認められ……。 

 

○若杉地域振興課長 起業支援に対しては、

移住者の起業に要する経費に対する補助とい

うことで、上限30万を限度に、２分の１以内

補助することになっております。 

 ちょっと実績を今手元に持っておりません

ので、後ほど説明させていただいてよろしゅ

うございますか。申し訳ございません。 

 

○髙島和男委員 じゃあ、後ほどまた教えて

いただきたいと思います。 

 委員長、もう１件別件ですけれども、説明

資料、18ページ、先ほど質問のあったアクセ

ス鉄道について、関連して、また再度、こち

らの別冊資料の13ページ、検討事業というこ

とで、こちらには、県民の理解を深めるため

の広報活動として、イベントや空港内での広

報の看板を出したということでございますけ

れども、看板やイベントによる広報で、どの

程度県民にこのアクセス鉄道の有益性という

か、そういうのが、周知、理解できたのか、

そこら辺の感覚を教えていただければと思い

ます。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 アク

セス鉄道の整備に当たりましては、今おっし

ゃいましたとおり、広告啓発についても力を

入れておりまして、昨年度でいいますと、駅

ですとか、空港でのポスター掲示ですとか、

動画放映、あとは看板掲載などを行っており

ます。 

 で、それが実際どの程度の効果があったか

という定量的なものはございませんけれど

も、私も、行く先々でアクセス鉄道の看板を

見たとか、そういう事業についても周知とい

いますか…… 

 

○髙木健次委員長 課長、もうちょっと大き

い声で、マイクに近づいて話をしてくださ

い。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 は

い。広告の効果についての定量的な効果につ

いては持ち合わせているものではございませ

んけれども、見ていただいた方々には、そう

いった広告を見たとか、そういったお声をい

ただくことはありまして、あと、いろんなイ

ベント、地域のイベント等でも、パンフレッ

トをお配りしたり、そういった地道な活動も

やっておりまして、アクセス鉄道の事業につ

いての認知度といいますか、そういった期待
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の声、また、いろんな御意見等もいただきま

すので、いろんな意味で関心は広がってきて

いるのではないかなというふうに個人的には

感じておるところでございます。すいませ

ん。 

 

○髙島和男委員 個人的には広がっているか

なあじゃ、ちょっとどうなのかなと思いま

す。 

 特別委員会でもいろいろ議論があっており

ますように、やはり、なかなか、県民が本当

にこの事業が必要だというのは、まだまだ浸

透していないというふうに私は思っておりま

す。 

 それで、なぜ必要なのか、どのような効

果、そしてまた、県が負担しなくちゃいかぬ

のかということを理解して、納得していただ

けることがやっぱり大切だと思いますので、

そのためにはやっぱり広報は本当に大事だと

思いますので、引き続き、何となくそうかな

あとかじゃなくて、これだけの成果が出まし

たよと、これだけ理解が進みましたよという

ようなことを、ぜひ何かフィードバックする

ような施策を展開していただきたいなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 今年

度に入りまして、いよいよ絞り込みルートで

すとか、いろんな事業費等も出させていただ

きまして、いよいよこれからまた令和９年の

事業着手に向けまして、ぜひ私たちもそうい

う広告、啓発に力を入れまして、広告の効

果、事業の意義、そういったものを訴えかけ

るように力を入れていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 よろしいですか。 

 

○髙島和男委員 はい。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○坂本交通政策・統計局長 すみません、入

り込みまして。 

 アクセス鉄道について、今、広報について

どのような方向性でということを御質問いた

だきまして、実は動画も作っておりまして、

子供たちとくまモンの動画、これ、な～る、

な～る、アクセス鉄道というフレーズのアク

セス鉄道の動画を一度見ていただくと、非常

に子供たちが楽しく語る動画で、いい仕上が

りになっております。また、昨年、追加調

査、アクセス鉄道の調査の関係で、職員全員

で空港に独自の調査票を配ったりしたとき

に、直接アクセス鉄道ってこういったもので

すよというのを、やっぱり空港であったり、

あと、南鉄の復活のときにもブースを出して

やったんですけれども、やはり鉄道に関わる

皆さんというのは、非常にそういったものに

対する関心度合いは高いのかなと思いますの

で、今後、いろんな鉄道に関する露出が出て

くると思いますので、そういったところでも

地道にアクセス鉄道の有用性について、我々

としてもしっかりアピールしていきたいと思

います。 

 すみません、突っ込みで、以上でございま

す。 

 

○髙島和男委員 な～る、な～るという動画

は、いつから配信されているんですか。 

 

○坂本交通政策・統計局長 あれは、令和５

年度の広報事業でやりましたので、５年度

末、１年前ぐらいから多分、今でも多分ユー

チューブとかでは残っているのではないか。

もしあれでしたらちょっと調べて御提供させ

ていただきます。 
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○髙島和男委員 その話って、特別委員会で

出ましたっけ。その動画ができましたとか、

御覧くださいとかって、私はあんまり記憶に

ないんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○坂本交通政策・統計局長 広報啓発につい

て、動画も作成しますというお話まではさせ

ていただいたんですけれども、それを、例え

ば委員会の場でお披露目するということは、

申し訳ありません、やっておりませんでし

た。その辺りも今後考えていきたいと思いま

す。 

 

○髙木健次委員長 髙島委員、いいですか。 

 

○髙島和男委員 はい、いいです。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 すみません。先ほどの３件について、申し

訳ございません、お伝えいたします。 

 ６年度につきましては、３件採用しており

まして、希少な国産オーツ麦で豊かなオーガ

ニックビレッジの実現へということで、南阿

蘇村にオーツ麦を主原料とする食品製造業を

された方に対する支援、それから、新たな業

態の飲食店の展開イベントの実施による創出

ということで、ベトナムのサンドイッチをア

レンジしたタイ風バインミー等の企業に対す

る支援、そういったところで、以上３件。 

 もう１つが、宮原一番街商店街の空き家を

活用したゲストハウスの運営というものに対

しまして支援をしているところでございま

す。 

 

○髙木健次委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○髙木健次委員長 なければ、これで企画振

興部の審査を終了します。 

 これより午後１時まで休憩します。 

  午前11時４分休憩 

――――――――――――――― 

  午後０時57分開議 

○髙木健次委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開します。 

 これより健康福祉部の審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、健康福祉部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、下山健康福祉部長。 

 

○下山健康福祉部長 令和６年度決算の説明

に先立ちまして、前年度の決算特別委員会に

おいて御指摘のありました施策推進上改善ま

たは検討を要する事項等のうち、健康福祉部

関係につきまして御報告いたします。 

 「近年の最低賃金の大幅な上昇がある中

で、外部団体に委託している業務におけるそ

の人件費の積算がそれらを反映した妥当なも

のであるか検証すること。」という内容の御

指摘をいただきました。 

 これを受け、健康福祉部において、令和６

年度に発注した業務委託286件について検証

しましたところ、労務費の上昇に絡む契約変

更は行っておりませんでした。 

 また、委託先に聞き取りを行いましたとこ

ろ、労務費や物価の変動などがあり、契約変

更までには至らないものの、現契約内容では

満足のいく活動にはつながっていないとの声

も聞かれました。 

 その一方で、事業者との十分な話合いを経

て、次の年度の労務単価の見直しにつなげた

事例もございました。 
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 県としましては、民間団体への委託費等の

積算に当たっては、県民、事業者の活動に支

障を及ぼすことがないよう十分配慮していく

こととしているところでございます。 

 また、指定管理者の募集に当たっても、直

近の民間給与の実態調査や企業物価指数の伸

びなどを踏まえて基準単価を設定することと

しています。 

 なお、先週総務部から発出されました来年

度の予算編成方針においても、昨今の物価高

騰を踏まえた適切な労務管理や資材価格を考

慮した積算を行うよう示されております。 

 健康福祉部としても、昨年度の御指摘を踏

まえ、引き続き、物価変動の動向を的確に捉

えるとともに、委託先の実態把握に努め、業

務委託に必要な経費を適切に算定してまいり

ます。 

 続きまして、健康福祉部の令和６年度決算

の概要について御説明申し上げます。 

 お手元の決算特別委員会説明資料の１ペー

ジ、令和６年度歳入歳出決算総括表のほうを

御覧ください。 

 まず、歳入でございますが、一般会計、母

子父子寡婦福祉資金特別会計及び国民健康保

険事業特別会計を合わせまして、収入総額は

2,205億644万円余で、調定額に対する収入率

は99.8％となっております。 

 不納欠損額は1,161万円余で、内容は、生

活保護費返還徴収金、児童保護費負担金等で

ございます。 

  また、収入未済額は２億3,661万円余で、

内容は、生活保護費返還徴収金、児童保護費

負担金等でございます。 

  次に、歳出でございますが、一般会計、母

子父子寡婦福祉資金特別会計及び国民健康保

険事業特別会計を合わせまして、予算現額

3,813億175万円余に対しての支出済額は

3,552億9,601万円余となります。 

  翌年度への繰越額は94億4,546万円余で、

主に国の経済対策による物価高騰対策事業や

社会福祉施設の整備等に関するものでござい

ます。 

 また、不用額は165億6,028万円余で、内容

としましては、国民健康保険事業特別会計に

おける県内市町村の保険給付費などの実績額

確定に伴う各事業の執行残でございます。 

  以上が健康福祉部の決算の概要でございま

す。 

詳細につきましては、各課長が御説明をい

たします。御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

○髙木健次委員長  引き続き、各課長から説

明をお願いします。 

 

○入田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 まず、健康福祉部の本年度の定期監査にお

きます指摘事項でございますが、健康危機管

理課、子ども家庭福祉課について御指摘をい

ただきました。後ほど担当課から御説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、当課の令和６年度の決算につき

まして御説明いたします。 

 決算特別委員会説明資料の２ページをお願

いいたします。 

 まず、歳入についてでございますが、収入

未済額がありますので、後ほど附属資料で御

説明いたします。 

 それでは、内容について、その主なものを

御説明いたします。 

 ２ページ中ほどの災害救助費負担金につき

ましては、熊本地震及び令和２年７月豪雨に

係る応急仮設住宅等の経費が、住まいの再建

の進展によりまして実績減となり、4,700万

円余り予算額を下回っております。 

  次の３ページ中ほどの地方創生推進交付金

で予算額を4,000万円下回っておりますが、

これは、経済対策に係る２月補正分であり、

事業執行を翌年度へ繰り越したことによるも
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のです。 

 続きまして、ページ１つ飛んで、５ページ

をお願いいたします。 

 中ほどの地域福祉基金繰入金でございます

が、基金活用事業の精算確定により、基金の

取崩し額が圧縮されたため、介護分と合わせ

まして、3,300円余り予算額を下回っており

ます。 

  次に、６ページをお願いいたします。 

 下段の雑入につきましては、建設型応急仮

設住宅の市町村への一部譲渡に伴い不要とな

った解体撤去工事費用の返納受入れ等によ

り、9,400万円余り予算額を上回っておりま

す。 

  続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 ここからは歳出でございます。 

主なものを御説明いたします。 

 まず、上から２段目の民生費の中の社会福

祉総務費でございますが、支出済額８億

3,700万円余で、その主な事業は、右側備考

欄に記載のとおりでございます。 

  なお、不用額7,700万円余につきまして

は、住まいの再建支援事業における各種助成

事業の実績が見込みを下回ったことなどによ

る執行残でございます。 

翌年度の繰越額につきましては、後ほど附

属資料で御説明いたします。 

  次に、８ページをお願いいたします。 

 下段の災害救助費でございますが、支出済

額４億9,000万円余で、その主な事業は、備

考欄記載のとおりでございます。 

  なお、不用額8,100万円余につきまして

は、災害救助事業及び災害弔慰金事業の実績

が見込みを下回ったことなどによる執行残で

ございます。 

  なお、翌年度繰越額につきましては、後ほ

ど附属資料で御説明いたします。 

  次の９ページ中ほどの保健環境科学研究所

費は、宇土市にあります当研究所の運営費で

ございますが、不用額6,300万円余につきま

しては、設備改修工事の入札残などでござい

ます。 

  続きまして、別冊の附属資料１ページをお

願いいたします。 

 繰越事業について御説明いたします。 

 中ほどの福祉総合相談所運営費につきまし

ては、当該相談所の外壁等の改修工事に係る

経費で、建物の劣化が進行しており、工事に

不測の日数を要したため、１億5,800万円余

の繰越しとなったものでございます。 

  なお、本工事は、年度内に完了の見込みで

ございます。 

  次に、下段の避難所生活環境改善緊急整備

事業につきましては、避難所の生活環境改善

のために必要な段ボールベッドや簡易ベッ

ド、あるいはパーティションなどの資機材購

入に要する経費で、国の経済対策に伴い２月

補正で予算化したため、年度内に十分な事業

執行期間が確保できず、8,000万円の繰越し

となったものでございます。 

こちらも年度内に事業完了の見込みでござ

います。 

  次に、20ページをお願いいたします。 

  収入未済について御説明いたします。 

  熊本市中央区南千反畑にあります総合福祉

センターの入居者負担金で23万円余の収入未

済となっております。 

こちらは、同センターの入居団体に係る光

熱水費等の負担金でございますが、１団体に

おいて、資金繰りが一時的に滞ったものでご

ざいます。 

 なお、下段の４、令和６年度の未収金対策

の欄にありますとおり、出納閉鎖から２日遅

れの令和７年６月２日には入金がなされたた

め、未収金は既に解消しております。 

 今後は、入居団体の運営状況に関するヒア

リングを通じまして、団体の収支計画に納付

時期も明確に位置づけていただくことで、新

たな滞納発生の抑制に努めてまいります。 
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 健康福祉政策課は以上でございます。 

 

○弓掛健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 初めに、今年度の定期監査において指摘事

項がございますので、そちらのほうから御説

明をさせていただきます。 

 お手元の資料のうち、監査結果指摘事項の

(1)報償費等の過年度支出についてでござい

ます。 

 まず、支出漏れの原因でございます。 

こちらは、担当者の事務処理失念と組織的

なチェックが機能していなかったことの２点

が主な原因だと考えております。 

 １点目の担当者の事務処理失念についてで

ございます。 

 当課には、庶務経理班がなく、健康福祉政

策課の総務班が当課の兼務職員として対応し

ておりますが、総務班の担当者が長期不在の

ため渡すことができずに、出てきてから渡す

つもりで、そのまま失念しておりました。 

 当時、総務班では、不在の間、他の職員が

カバーしておりましたので、待つ必要はあり

ませんでした。このため、不在時は、他の職

員に相談するようにしております。 

 あわせて、いつ、総務班の誰に、どの書類

を渡したのかを記録し、定期的に当課の担当

者が総務班の担当者に対し、支払い手続がで

きているかを確認するようにしました。さら

に、毎月回覧している歳出整理表でも確認

し、特に年度末と出納閉鎖前にはしっかりと

確認することとしております。 

 次に、２点目の組織的なチェックが機能し

ていなかったことについてでございます。 

 こちらは、報償費の支払いが必要な会議等

の一覧表を作りまして、会議後の支払い完了

を副査、班長、審議員、課長等でチェックす

るようにしております。 

 最後に、立替え払いの発生原因についてで

ございます。 

 本人から聞き取りを行ったところ、前年度

の支出で年度も超えているため予算がなく、

個人で支払うしかないと考えたとのことでし

た。本人にはしっかりと注意しまして、本人

のほうも深く反省しております。 

 御説明は以上でございますが、同じことを

繰り返さぬよう、組織として再発防止に向け

て取り組んでまいります。 

 続いて、令和６年度の決算について御説明

させていただきます。 

 お手元の資料の11ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入についてでございます。 

 11ページから12ページにかけまして使用料

及び手数料、13ページから15ページにかけま

して国庫支出金、15ページ中段の繰越金、15

ページから16ページにかけまして諸収入がご

ざいますが、いずれも不納欠損額、収入未済

額はございません。 

 17ページをお願いいたします。 

 歳出について、主なものを御説明させてい

ただきます。 

 まず、３段目の公衆衛生総務費について、

不用額6,034万円の主なものは、肝炎対策事

業のうち、肝炎治療の医療費助成の申請件数

が当初の見込みを下回ったことによるもので

す。 

４段目の結核対策費について、不用額

3,167万円余の主なものは、結核患者医療費

の公費負担が当初の見込みを下回ったことに

よるものです。 

  18ページをお願いいたします。 

  予防費について、不用額12億7,018万円余

の主なものは、新型コロナウイルス感染症患

者の医療費の公費負担が当初の見込みを下回

ったことによるものです。 

  19ページをお願いいたします。 

  ２段目の食品衛生指導費について、不用額

2,010万円余の主なものは、会計年度任用職

員の人件費の執行残及び収入証紙売りさばき
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手数料が当初の見込みを下回ったことによる

ものです。 

  20ページをお願いいたします。 

  環境整備費について、不用額1,042万円余

の主なものは、主に動物愛護センターの管理

運営費等の経費削減や入札に伴う執行残でご

ざいます。 

  続きまして、別冊の附属資料の２ページを

お願いいたします。 

 繰越事業について御説明させていただきま

す。 

 新興感染症対応力強化事業でございます

が、912万円余を繰り越しております。 

これは、新たな感染症危機に備えるため、

感染症法に基づく協定を県と締結する医療機

関が行う感染対策に係る施設や設備の整備に

要する経費でございますが、工事が年度内に

完了しないため、繰り越したものです。 

  健康危機管理課は以上です。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課です。 

 説明資料にお戻りいただきまして、21ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

予算現額と収入済額との比較が大きいもの

につきましては、22ページをお願いいたしま

す。 

 22ページ最下段、介護職員処遇改善支援補

助が主なものとなっております。 

これは、本補助金を財源とする看護・福祉

職員等処遇改善(介護分)を全額繰り越したこ

とによるものでございます。 

 続きまして、歳出について御説明をいたし

ます。 

 24ページをお願いいたします。 

 民生費、社会福祉費のうち、２段目の社会

福祉総務費につきましては、1,351万円の不

用額が生じています。 

これは、県社会福祉協議会が実施する介護

福祉士の資格取得を目指す高校生に対する修

学資金等の貸付事業に対する補助において、

執行額が当初の見込みを下回ったことなどに

よるものです。 

  また、最下段、老人福祉費において、３億

5,318万円余の不用額が生じております。 

これは、介護職員の収入引上げに要する経

費を助成する看護・福祉職員等処遇改善(介

護分)を令和６年度に全額繰り越して実施し

たものですが、執行額が当初の見込みを下回

ったことなどによるものです。 

 25ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費において、１億6,013万円

余の不用額が生じております。 

これは、介護基盤緊急整備事業など高齢者

施設のハード整備の補助事業において、執行

額が当初の見込みを下回ったことなどにより

生じたものになります。 

  続きまして、附属資料のほうに移りまし

て、３ページをお願いいたします。 

 今年度に繰越しとなった事業について御説

明をいたします。 

 まず、繰越明許費でございます。 

 ３ページから４ページの２段目まで施設開

設準備経費助成特別対策事業、そして、４ペ

ージの最下段から５ページの最下段までの介

護基盤緊急整備等事業、ページ飛びまして、

８ページの上から１段目、２段目の介護施設

等における簡易陰圧装置・換気設備支援事業

につきましては、地域医療介護総合確保基金

の介護分を活用した施設設備の整備等に関す

る事業になります。 

こちらにつきましては、国の交付金の内示

が10月中旬に行われたため、事業の実施に当

たり、諸手続や関係機関との協議等に十分な

期間が確保できず、繰り越したものになりま

す。 

 資料お戻りいただきまして、４ページの３

段目になります。 
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 看護・福祉職員等処遇改善推進支援事業

(介護分)(経済対策分)は、国の経済対策を活

用しまして２月補正予算において計上した事

業で、年度内の事業実施期間が確保できない

ため、繰り越したものになります。 

 またおめくりいただきまして、６ページ１

段目から７ページの最下段まで、老人福祉施

設整備等事業(非常用自家発電設備整備等事

業分)(経済対策分)につきましても、同様の

理由で年度内の資機材の入手が困難となり、

翌年度に繰り越しております。 

 その他、資金繰りや資機材の調達等補助事

業者の都合により、年度内に執行できなかっ

たため、繰り越した事業などがございます。 

 次に、事故繰越について御説明をいたしま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 １段目の施設開設準備経費助成特別対策事

業は、施設を新たに開設する際などにその準

備経費に対して助成する事業でございます

が、事業実施の前提となる施設の建設工事の

着工後に業者が破産し、新たな契約等のため

時間を要したことなどから、開設準備につき

ましても年度内の完了が困難となり、事故繰

越となったものです。 

 ２段目、３段目の老人福祉施設整備等事業

(非常用自家発電設備整備等事業分)(経済対

策分)につきましては、施設の防災、減災対

策のための施設改修や非常用自家発電設備の

整備等を支援する事業ですが、２段目は、工

事着工後に自家発電設備の設置箇所につきま

して、一般車両の通行に支障が生じることが

判明し、工事計画の変更を行い、工期が延長

となったため、事故繰越となったものです。 

 ３段目は、工事着工後に新型コロナウイル

スやインフルエンザ等の感染拡大に伴い施設

内への人の立入りを制限したことで、工事の

中断を余儀なくされたことなどから工期が延

長となり、事故繰越となったものでございま

す。 

 なお、ただいま御説明をいたしました明

許、事故繰越のいずれの事業につきまして

も、今年度内に事業が完了する見込みとなっ

ております。 

 高齢者支援課の説明は以上でございます。 

 

○永野認知症施策・地域ケア推進課長 認知

症施策・地域ケア推進課でございます。 

説明資料の26ページをお願いいたします。 

 まず、26ページから27ページにかけての歳

入についてですが、不納欠損額、収入未済額

ともにございません。 

予算現額と収入済額との差が大きいものに

つきましては、26ページ、下から２段目の物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が主

なものです。 

これは、物価高騰対策事業における翌年度

への繰越しによるものです。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 28ページをお願いいたします。 

 下段の老人福祉費について、不用額３億

298万円余の主なものは、介護給付費県負担

金交付事業等における実績額が見込額を下回

ったことによるものでございます。 

 翌年度繰越額につきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 次に、29ページの公衆衛生総務費及び下段

の医務費でございますが、不用額が生じてお

りますのは、いずれも実績額が見込額を下回

ったことによるものでございます。 

続きまして、附属資料の10ページをお願い

いたします。 

 今年度に繰越しとなった事業について御説

明いたします。 

 物価高騰対策事業(高齢者施設分)、認知症

基本法理解促進事業及び生産性向上・職場環

境整備等事業(訪問看護ステーション分)の３

事業を繰り越しておりますが、いずれも、国

の補正予算による事業のため、やむを得ず繰
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り越したものであり、いずれも年度内に事業

完了の見込みです。 

 認知症施策・地域ケア推進課は以上です。 

 

○冨安社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 説明資料、お戻りいただきまして、30ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでございますが、使用

料及び手数料から33ページの財産収入まで

は、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 33ページの諸収入につきましては、不納欠

損額と収入未済額がございますが、後ほど別

冊の附属資料にて説明いたします。 

 次、35ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、主なものを説明いたし

ます。 

 まず、民生費、社会福祉費の社会福祉総務

費についてでございますが、不用額260万円

余の主なものにつきましては、生活困窮者に

対する物価高騰緊急支援事業等の執行残でご

ざいます。 

 下段の遺家族等援護費につきましては、不

用額1,388万円余の主なものは、引揚者等援

護扶助費等の執行残でございます。 

  36ページをお願いいたします。 

  生活保護費のうち、生活保護総務費につい

てですが、不用額2,521万円余の主なもの

は、生活困窮者総合相談支援事業の執行残で

ございます。 

  次に、扶助費について、不用額の8,684万

円余でございますが、生活保護費所要額が見

込額を下回ったことによるものでございま

す。 

  最後に、下段の衛生費の精神保健費でござ

いますが、これは、ひきこもり支援推進事業

で、不用額の664万円は、ひきこもり地域支

援センター設置運営事業の執行残等によるも

のでございます。 

  続きまして、別冊の附属資料の11ページを

お願いいたします。 

  明許繰越しについて説明いたします。 

  上段の生活困窮者に対する物価高騰緊急支

援事業は、物価の高騰が継続する中、生活困

窮者の支援を行う団体の活動経費について助

成するものであり、下段の物価高騰対策事業

(救護施設分)につきましては、物価高騰の影

響を受ける県内救護施設への支援に要する経

費でございます。 

いずれも補正予算で予算措置を行ったた

め、年度内の執行が困難となり繰り越したも

のでありますが、年度内に事業完了の予定で

ございます。 

  次に、21ページをお願いいたします。 

  収入未済について説明いたします。 

  生活保護費返還徴収金と年度後返納の合計

で9,178万円余の収入未済となっておりま

す。 

これは、債務者が生活保護受給中または生

活困窮の状況にあることから収入未済となっ

ているものでございます。 

 令和６年度の収入未済額が減少した理由と

しましては、時効完成等による不納欠損処分

について高額の事例が含まれていたこと、ま

た、各福祉事務所におきまして、資産調査等

により収入の早期把握に取り組んできたこと

によるものでございます。 

 次、22ページをお願いいたします。 

 未収金対策でございますが、まず、発生防

止策としましては、収入申告義務確認書を保

護の開始時だけでなく、毎年１回徴収するな

ど、収入申告義務の周知徹底を図るととも

に、資産調査を年２回以上実施しておりま

す。 

 また、未収金削減の取組としましては、本

庁に滞納整理員を配置し回収に取り組むとと

もに、生活保護費との相殺に取り組んでおり

ます。 

 今後、収入申告義務の徹底等による未収金
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発生の未然防止、債権の早期発見、早期対応

により収入未済額の縮減に努めてまいりま

す。 

 次に、23ページをお願いいたします。 

 収入未済について説明いたします。 

 生活保護世帯進学応援資金貸付金回収金と

雑入の償還金に係る遅延利息分の合計1,257

万円余の収入未済となっております。 

本貸付けは、生活保護世帯から大学等への

進学のため、世帯分離した方へ生活費を貸し

付けるものでございます。 

卒業後は、就労自立し、償還している事例

が大半ではございますが、就労が継続せず、

失業中あるいは精神疾患等により生活困窮に

陥っている事例もありまして、収入未済金

は、これらにより償還が滞っているものでご

ざいます。 

  令和６年度の収入未済額が増加した理由と

しましては、貸付期間が終了し、償還者が増

加したことや、就労中断などによる生活困窮

で償還が滞っているためでございます。 

 次、24ページをお願いいたします。 

 未収金対策でございますが、滞納発生前の

防止策としましては、貸付申込み時及び償還

開始時に借受人や連帯借受けに対して、面談

等により弁済に関する十分な意識づけを行う

とともに、徴収活動に関しましては、滞納者

の滞納状況や生活状況等を把握した上で未収

金の徴収活動を行ってきたところでございま

す。 

 今後も、これらの取組により収入未済額の

縮減に努めてまいります。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 不納欠損について説明いたします。 

 生活保護費返還徴収金につきまして、債務

者の死亡及び相続人全員の相続放棄のため徴

収できず、時効により債権が消滅したため、

２件、478万円余の不納欠損処分を行ってお

ります。 

 社会福祉課は以上でございます。 

 

○緒方子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 説明資料にお戻りいただきまして、37ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損、収

入未済額ともにありません。 

 続きまして、歳出について御説明をいたし

ます。 

 44ページをお願いいたします。 

 児童福祉総務費について、不用額４億

9,071万円余の主なものについては、児童健

全育成事業の運営費等の実績額の減などによ

るものでございます。 

  翌年度繰越額につきましては、後ほど附属

資料のほうで御説明をさせていただきます。 

  45ページをお願いいたします。 

  児童措置費について、不用額９億748万円

は、施設型・地域型保育給付費負担金の実績

額の減によるものでございます。 

 次に、児童福祉施設費について、不用額

7,582万円余の主なものについては、特別保

育総合推進事業等の実績額の減などによるも

のでございます。 

  46ページをお願いいたします。 

  公衆衛生総務費について、不用額１億

3,758万円余の主なものについては、小児慢

性特定疾病対策事業等における実績額の減な

どによるものでございます。 

  47ページをお願いいたします。 

  私学振興費について、不用額6,373万円余

の主なものについては、教育支援体制整備事

業等の実績額の減などによるものでございま

す。 

  続きまして、附属資料の12ページをお願い

いたします。 

  今年度繰越しとなった事業６件について御

説明をさせていただきます。 

 まず、保育所等分の物価高騰対策事業につ

いて繰り越しております。 
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これは、物価高騰対策に係る光熱水費等の

上昇分の一部を支援するための経費で、昨年

度末までの期間を対象としており、実績を取

りまとめて支払う分について繰越しをしてお

ります。 

 次の出産・子育て応援交付金事業について

は、年度末に出生した子供に対する市町村の

給付金の支払いが次年度以降になるために繰

越しをしたものでございます。 

 次に、放課後児童健全育成事業等における

ＩＣＴ化推進事業については、放課後児童ク

ラブ等における業務のＩＣＴ化等を行うため

のシステム導入経費や翻訳機等の購入に係る

経費の一部を支援するための経費として繰り

越したものでございます。 

 次に、認可外保育施設等分における性被害

防止対策支援事業は、性被害防止のために園

内にパーティションやカメラ等の設置を推進

するための経費として繰越しをしておりま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 次の妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への

交通費及び宿泊費支援事業については、遠方

の産科医療機関等で妊婦健診を受ける必要が

ある方に対する交通費の支援を行う市町村へ

の補助に係る経費について繰越しをしており

ます。 

 次の給食費支援事業は、県が所管する幼稚

園や認可外保育園における食材費等の高騰分

の一部を支援するための経費として繰越しを

しております。 

 12ページの上から２段目の出産・子育て応

援交付金以外の事業については、いずれも国

の経済対策に伴い、令和６年度２月補正によ

る事業でございまして、年度内に十分な事業

期間を確保できなかったために繰越しをした

ものでございます。 

 子ども未来課は以上でございます。 

 

○中村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 まず初めに、本年度の定期監査におきまし

て指摘事項がございますので、御説明をいた

します。 

 お手元の資料のうち、２枚紙で監査結果指

摘事項をお開きいただきたいと思います。 

 １ページめくっていただきまして、２ペー

ジ目を御覧ください。 

 ２ページ目の中段、(2)報償費の支払い遅

延についてでございます。 

 指摘事項は「法律相談に係る報償費につい

て、２年連続で支払遅延が生じている。支払

遅延防止法に基づき、適正な事務処理を行う

とともに、組織的なチェックを徹底するこ

と。」でございます。 

 事案の概要でございます。 

 児童相談所業務におきまして必要な弁護士

への法律相談に係る費用につきまして、法律

相談を行った翌月の指定された期日に支払う

契約をしております。令和６年４月分及び令

和７年５月分の費用につきまして、支払いの

遅延をしたものでございます。 

 対応状況です。 

 事案判明後、直ちに債権者へ支払い遅延を

謝罪いたしまして、速やかに支払いを行いま

した。 

 発生原因といたしまして、相手方から請求

書の提出を要しない契約を交わしております

が、毎月の指定期日までの支払いに対する認

識が不足しておりました。また、組織的なチ

ェックも不十分でありました。 

 このため、再発防止策といたしまして、本

事業だけでなく、課全体の事業につきまし

て、支払い手続に係る進捗管理表を作成いた

しまして、事業担当者、事業担当班長、それ

から経理担当者、経理担当班長等が組織的に

進捗管理を徹底することといたしました。 

 今後、同様の事例が発生しないよう、しっ

かり組織的なチェックを行ってまいります。 

 それでは、委員会説明資料の歳入のほうに
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移りたいと思います。 

 委員会説明資料の48ページをお願いいたし

ます。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損及び

収入未済額がありますので、後ほど附属資料

にて説明をいたします。 

 55ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出につきまして、主なものを

御説明いたします。 

 中段の社会福祉施設費について、不用額

1,622万円余の主なものは、女性一時保護管

理運営費等の実績額が見込みを下回ったこと

による減でございます。 

  下段の児童福祉総務費について、不用額

3,946万円余の主なものは、社会的養護自立

支援事業等の実績額が見込みを下回ったこと

による減でございます。 

  56ページをお願いいたします。 

  上段の児童措置費について、不用額１億

9,868万円余の主なものは、児童手当市町村

交付金等の実績額が見込みを下回ったことに

よる減でございます。 

  下段の母子福祉費につきましては、不用額

6,852万円余の主なものは、児童扶養手当支

給事務費・扶助費等の実績額が見込みを下回

ったことによる減でございます。 

  57ページをお願いいたします。 

  児童福祉施設費について、不用額１億763

万円余の主なものは、清水が丘学園整備事業

等の実績額が見込みを下回ったことによる減

でございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 母子父子寡婦福祉資金特別会計でございま

す。 

 まず、歳入についてですが、収入未済額が

ありますので、後ほど附属資料にて説明いた

します。 

 59ページをお願いいたします。 

 歳出について、不用額1,012万円の主なも

のは、貸付実績額が見込みを下回ったことに

よる減でございます。 

  続きまして、附属資料の14ページをお願い

いたします。 

  本年度に繰越しとなった事業について説明

いたします。 

  上から１段目の清水が丘学園管理運営費に

つきましては、車の購入でございますが、車

両の生産状況により公用車の入手に不測の日

数を要したため、繰越しをいたしておりま

す。 

 上から４段目の清水が丘学園整備事業につ

いては、学園敷地内の土地の造成工事などに

不測の日数を要したため、繰越しをいたして

おります。 

 その他の事業につきましては、国の補正予

算による事業の実施でありまして、年度内の

執行が困難なため、繰越しをいたしておりま

す。 

いずれにつきましても、年度内の事業完了

の見込みです。 

 25ページをお願いいたします。 

 収入未済について御説明いたします。 

 児童保護費負担金でございます。 

これは、児童養護施設等への入所措置に伴

う保護者負担金でございます。 

 まず、１の歳入決算の状況について、不納

欠損額が399万円余、収入未済額が5,440万円

余となっております。 

 児童保護費負担金は、児童福祉法に基づ

き、保護者の所得に応じた負担が定められて

おりますが、親が虐待を否定するなど入所に

納得していないケースもあること、生活に困

窮している世帯が多いこと等により、どうし

ても収入未済が発生している状況でございま

す。 

  ３の収入未済額の状況ですが、債務件数は

5,625件、そのうち分割納付中が2,749件で全

体の約５割を占めております。また、非協力

的なケースは2,230件で、約４割という状況

です。 
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 ４の未収金対策でございます。 

 預金調査の実施や文書等による催告を継続

的に実施しております。 

 未然防止対策についてですが、新規ケース

について、入所時の保護者説明の徹底、口座

振替手続の推奨などの取組を行っています。

一朝一夕の削減が難しい状況にはございます

が、地道に丁寧にコンタクトを切らさないよ

う、引き続き未収金の解消に努めてまいりま

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 上段の要保護児童進学応援資金につきまし

ては、児童養護施設等を退所し、大学等へ進

学する児童に対して生活資金を貸し付ける制

度として、平成27年度まで実施していたもの

です。 

収入未済額が27万円余生じております。 

 ２段目の年度後返納は、主に児童扶養手当

の返納金で、年金受給等により手当の受給資

格を失った後にも手当を受け取っていたため

返納が生じたものです。 

収入未済額が1,570万円となっておりま

す。 

  27ページをお願いいたします。 

  ３の収入未済額の状況です。 

 児童扶養手当返納金につきましては、債務

件数54件で、24件が分割納付中という状況で

す。 

要保護児童進学応援資金貸付金回収金、子

ども食堂活動緊急支援事業費補助金につきま

しては、債務件数は、それぞれ１件でござい

ます。 

 ４の未収金対策につきまして、いずれの債

権につきましても、債務者と丁寧に連絡を取

りながら納付の勧奨と確認に努めてまいりま

す。 

 また、児童扶養手当返納金につきまして、

訪問回数、催告回数を増やすなど、取組を強

化しておりまして、各福祉事務所において、

夜間の催告、分納計画の見直し、家庭訪問等

を実施しております。 

新規認定請求時や現況届提出時に、本人自

署による確認書を受給資格者全員から徴取す

るなど、届出義務の周知も行っております。 

 子ども食堂活動緊急支援事業補助金は、コ

ロナ禍の中で子ども食堂を続けていくための

資材購入等の費用を助成した事業でございま

す。概算払いをしておりましたが、事業実施

後の精算において、未使用部分の返還が生じ

たものです。債務件数は１件ですので、電話

の連絡、家庭訪問等をしながら回収を図って

まいります。 

 28ページをお願いいたします。 

 特別会計の収入未済でございます。 

 上段の母子父子寡婦福祉資金貸付金につき

まして、母子家庭等に対し修学資金や生活資

金などを貸し付けるもので、償還金の収入未

済額が5,015万円生じております。 

  次の段の年度後返納につきましては、学校

を中退した場合など、貸付中止に伴い発生す

るもので、収入未済額は190万円余となって

おります。 

 29ページをお願いいたします。 

 ３の収入未済額の状況ですが、債務件数は

合計で289件、そのうち半数以上の159件が生

活困窮という状況でございます。 

 ４の未収金対策につきましては、債務者を

徴収の困難性により４分類に分けて管理する

ことで、効率的な徴収活動の実施に取り組ん

でおります。 

 35ページをお願いいたします。 

 不納欠損でございます。 

児童保護費負担金につきまして、備考欄に

記載しておりますとおり、債務者の生活困窮

等を理由に325件、399万円余を不納欠損処理

しております。 

 36ページをお願いいたします。 

 児童扶養手当返納金につきましても、備考

欄記載のとおり、債務者の生活困窮等を理由

に６件、257万円余を不納欠損処理しており
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ます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。 

 

○竹中障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料にお戻りいただきまして、60ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、歳入についてでありますが、不納欠

損額と収入未済額がございますので、後ほど

附属資料で説明いたします。 

 この60ページの予算現額と収入済額との差

が大きいものについてでありますが、64ペー

ジを御覧いただきまして、これの６段目、福

祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金が主な

ものでございます。 

これは、翌年度へ繰り越したため、差が生

じているものであります。 

 続いて、70ページを御覧ください。 

 続きまして、歳出について説明いたしま

す。 

 まず、障害者福祉費について、不用額が10

億3,003万円余でございます。 

これの主なものでございますが、備考欄の

下から２つ目、障がい者福祉施設整備費の国

庫内示額が所要額を下回ったことによるもの

であります。 

 続いて、71ページを御覧ください。 

 この上段の児童福祉総務費について、不用

額105万円余でありますが、特別児童扶養手

当支給事務費の実績が見込みを下回ったこと

によるものです。 

 続いて、下段の児童措置費について、不用

額１億2,302万円余の主なものは、障害児施

設給付費等支給・障害児施設措置事業の実績

が見込みを下回ったことによるものでありま

す。 

  続いて、72ページをお願いいたします。 

  上段の児童福祉施設費について、不用額１

億917万円余の主なものは、こども総合療育

センター措置入園児の数などが見込みを下回

ったことによるものであります。 

 下段の公衆衛生総務費の不用額３億324万

円余の主なものは、医療施設近代化施設整備

事業の実績が見込みを下回ったことによるも

のであります。 

  73ページをお願いします。 

  １段目の精神保健費について、不用額

6,414万円余の主なものは、精神保健医療費

の実績が見込みを下回ったことによるもので

あります。 

  次に、２段目の保健所費について、不用額

221万円余の主なものは、嘱託医への報酬な

どの執行残であります。 

 続きまして、繰越事業の明許繰越しについ

て説明いたします。 

 附属資料の15ページをお願いいたします。 

 まず、１段目の障がい者福祉施設整備費で

ありますが、これは、需要の高まりにより資

機材の入手に不測の日数を要したものであり

ます。今年度内の完了予定であります。 

 続いて、２段目と３段目の福祉センター設

備等改修事業でありますが、これは、諸手続

に不測の日数を要したことによるものであり

ます。 

このうち２段目の第１本館他照明設備改修

は既に完了しておりまして、３段目のトイレ

呼出し表示装置改修は、今年度内の完了予定

であります。 

 ４段目の看護・福祉職員等処遇改善推進事

業から16ページのほうに移っていただきまし

て、これの３段目の就労継続支援Ａ型事業所

の経営改善モデル事業(経済対策分)でありま

すが、国の補正予算による事業の実施であ

り、年度内の執行が困難であったものであり

ます。全て今年度内の完了予定であります。 

 続いて、４段目のこども総合療育センター

管理運営費でありますが、諸手続に不測の日

数を要したことによるものであります。既に

完了しております。 

 続いて、30ページをお願いいたします。 
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 ここからは、収入未済について御説明いた

します。 

 まず、１の歳入決算の状況を御覧くださ

い。 

 この中の児童保護費負担金につきまして、

収入未済額は615万円余発生しています。 

これは、障害児入所施設等への入所措置に

伴う保護者負担金でございます。 

 ３の収入未済額の状況のとおり、債務件数

は1,194件でありますが、このうち分割納付

中は785件であり、残りは、措置自体を不服

として協力が得られないなどの理由により納

入がなされていないものでございます。 

  続いて、31ページを御覧ください。 

  １の歳入決算の状況であります。 

 こども総合療育センター負担金につきまし

て、収入未済額は８万円余発生しています。

 これは、こども総合療育センターへの入所

措置に伴う保護者負担金であります。 

 ３の収入未済額の状況のとおり、債務件数

は７件であり、全て分割納付中であります。 

 前ページの児童保護費負担金とこども総合

療育センター負担金の未収金対策、４番のと

ころでありますが、福祉総合相談所に徴収専

門員を配置し、電話や文書による催告ですと

か預金調査などを実施して、徴収促進に努め

ています。また、新たな債務発生を抑制する

ため、負担金制度の仕組みなどについて十分

説明を行うほか、口座振替を推奨していま

す。 

 今後も、収入未済額の縮減に努めてまいり

ます。 

 続いて、32ページを御覧ください。 

 各種団体精算返納金で９万円余の収入未済

額となっています。 

これは、令和２年度分の国庫補助金の返還

金であります。 

 ３の収入未済額の状況のとおり、債務件数

は１件です。 

返還対象となった事業所は廃業しておりま

して、法人代表者の生活困窮を理由に収入未

済となっているものでありますが、分割納付

を申し入れられておりまして、分割計画書を

提出いただいているところであります。計画

どおりの納付が行われるよう進捗管理を図っ

てまいります。 

 続いて、37ページを御覧ください。 

 最後に、不納欠損について御説明いたしま

す。 

 児童保護費負担金に係る不納欠損が、合計

５名分で53件で24万円余生じています。 

債務者の生活困窮などにより、再三の督促

にもかかわらず時効が成立しまして、債権が

消滅したもので、不納欠損処分を行ったもの

であります。 

 障がい者支援課は以上であります。 

 

○神西医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 説明資料にお戻りいただいて、74ページを

お願いします。 

 まず、歳入についてですが、不納欠損額及

び収入未済額がございますので、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 75ページをお願いいたします。 

 上段の国庫補助金のうち、予算現額と収入

済額との差が大きくなっているものについて

御説明いたします。 

 下から３段目、医療施設運営費等補助で

す。 

これは、国の経済対策に対応し、令和７年

２月補正予算による生産性向上・職場環境整

備等事業について、全額、令和７年度に繰り

越したことによるものでございます。 

 次に、最下段の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金でございますが、これは、同

交付金を財源とする物価高騰対策事業、医療

機関等分を全額、令和７年度に繰り越したこ

とによるものでございます。 

 76ページをお願いいたします。 
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 下から２段目の繰入金の地域医療介護総合

確保基金繰入金についてですが、予算現額と

収入済額との差が大きくなっております。 

こちらにつきましては、当基金を活用した

事業の実績減に伴う基金繰入金の減となって

おります。 

 78ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、主なものを御説明いた

します。 

 下段の公衆衛生総務費につきまして、不用

額３億7,186万円余の主なものは、物価高騰

対策事業の実績額が見込みを下回ったことに

よるものでございます。 

また、翌年度繰越額につきましては、後ほ

ど附属資料で御説明いたします。 

  79ページをお願いいたします。 

  上段の予防費について、不用額が9,109万

円余ございます。 

これは、看護職員処遇改善推進事業の所要

額が見込みを下回ったことによるものでござ

います。 

  次に、医薬費の下の２段目、医務費につい

て、不用額が2,650万円余ございます。 

これは、へき地医療施設運営費補助等の所

要額が見込みを下回ったことによるものでご

ざいます。 

また、下段の保健師等指導管理費につい

て、不用額が2,469万円ございますが、これ

も、医療従事者勤務環境改善推進事業等の所

要額が見込みを下回ったことによるものでご

ざいます。 

  資料、替わりまして、附属資料の17ページ

をお願いいたします。 

  本年度に繰越しとなった事業について御説

明いたします。 

いずれも明許繰越しになります。 

  まず、上段の医療施設等施設・設備整備費

につきまして、２事業を繰り越しさせていた

だいております。 

 １段目は、災害拠点病院の被災者受入れス

ペースの整備に対する助成でございますが、

需要の高まりにより資機材の入手に不測の日

数を要したため、やむを得ず繰り越したもの

でございます。 

 なお、既に事業は完了しております。 

 ２段目の事業は、医療機関における電子処

方箋の導入等に対する助成でございまして、

国の経済対策に対応した令和７年２月補正予

算による事業であり、年度内に十分な事業期

間を確保できなかったため、やむを得ず繰り

越したものでございます。 

 また、３段目の物価高騰対策事業、４段

目、産科・小児科医療確保事業、５段目の生

産性向上・職場環境整備等事業につきまして

も、同様の理由により翌年度に繰り越したも

のでございます。 

 なお、いずれも今年度内の事業完了を見込

んでいるところでございます。 

 続きまして、33ページをお願いします。 

 収入未済について御説明いたします。 

 １の歳入決算の状況を御覧ください。 

 医師・看護師等修学資金貸付金償還金の収

入未済額が323万円余でございます。 

未収金が発生しておりますのは、看護師等

を対象にした貸付金でございまして、この貸

付金は、看護学校卒業後、県内の病院や診療

所等において、３年または５年間継続して看

護業務に従事した場合は返還が免除されるも

のとなっております。 

 ただし、看護師等免許が取得できなかった

場合や、看護業務に従事したものの、義務を

果たす年限、対象医療機関での業務に従事で

きなかった場合などにおいては、貸付金の返

還義務が生じるものでございます。 

 ３の収入未済額の状況でございますが、令

和６年度末時点で滞納者は11名で、返還義務

が生じたものの、経済的な状況等により返還

が滞った方となっております。 

 ４の未収金対策でございますが、１の新た

な未収金を発生させない取組として、(1)(2)
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として、貸与者に対し、貸付申請時から、本

事業の趣旨やルールの意識づけを徹底し、

(3)では、返還義務者の返還期限が過ぎた場

合には、直ちに当課から早期履行を求める連

絡を行うことを徹底しております。 

 次に、２の過年度からの滞納者への対応と

いたしまして、令和６年度当初は９名でした

が、定期的な電話連絡、自宅などの訪問によ

り、現在の収入状況等を聴取した上で、分割

により納入可能な額を協議し、返済計画の見

直し等を行っております。こうした取組の結

果、昨年度は１名の方が完納いただいており

ます。 

 引き続き、新たな未収金の発生防止と滞納

累積防止に努めてまいります。 

 続きまして、38ページをお願いいたしま

す。 

 不納欠損について御説明いたします。 

 熊本県新型コロナウイルス感染症対応従事

者慰労金返還金につきまして、補助金の返納

義務が生じた者が破産をしたため収入未済と

なりましたが、破産法による配当手続が進

み、昨年８月に263円の配当金を受け入れ、

その残額2,000円について債権を放棄したた

め、１件の不納欠損処分を行っております。 

 医療政策課は以上です。 

 

○黒瀬国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 令和６年度決算につきまして御説明いたし

ます。 

 説明資料の80ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入についてですが、財

産収入、繰入金、諸収入、いずれも不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、81ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出について、主なものを御説

明いたします。 

 下段の国民健康保険事業特別会計繰出金に

つきまして、不用額５億9,400万円余が生じ

ております。 

これは、市町村の保険給付費の実績額が見

込みを下回ったため、県の法定負担金に不用

が生じたものでございます。 

  続きまして、国民健康保険事業特別会計で

ございます。 

  82ページから84ページまでが歳入になりま

す。 

  歳入につきまして、不納欠損額、収入未済

額はございません。 

  続きまして、85ページをお願いいたしま

す。 

  国民健康保険事業特別会計の歳出でござい

ます。 

  国民健康保険運営費につきまして、不用額

88億5,600万円余が生じております。 

これは、予算を計上する際に見込んだ医療

費よりも実際の医療費が下回り、それに連動

いたします保険給付費につきましても実績額

が見込みを下回ったためでございます。 

医療費等につきましては、今後ともより的

確な見込みに努めてまいります。 

  国保・高齢者医療課は以上でございます。 

 

○堤健康づくり推進課長  健康づくり推進課

でございます。 

  説明資料の86ページをお願いします。 

 一般会計及び国民健康保険事業特別会計に

ついて御説明いたします。 

 まず、一般会計についてです。 

 歳入については、使用料及び手数料、国庫

支出金、飛びまして、88ページの繰入金、諸

収入がございますが、いずれも不納欠損額、

収入未済額はございません。 

 次に、歳出でございます。 

 89ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費の主な事業は、備考欄記載

のとおりでございます。 

不用額の１億5,367万円余のうち主なもの

は、指定難病医療費や指定難病医療費事務費
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の支出額が見込みを下回ったことによる執行

残でございます。 

  90ページをお願いいたします。 

  まず、上段、予防費を御覧ください。 

これは、ハンセン病に関する事業費で、不

用額の44万円余は、扶助費等の実績が見込み

を下回ったことによる執行残でございます。 

  次に、中段、医務費を御覧ください。 

これは、歯科医療確保対策事業に関する事

業費で、不用額の19万円余は経費削減による

執行残でございます。 

 また、翌年度繰越額につきましては、後ほ

ど附属資料で説明をいたします。 

 次に、下段、国民健康保険事業特別会計繰

出金を御覧ください。 

これは、特定健康診査等や糖尿病予防に関

する事業で、不用額の100万円余は、糖尿病

対策事業に係る経費が見込みを下回ったこと

による執行残でございます。 

 次に、91ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計について御説明

いたします。 

 歳入について、不納欠損額、収入未済額は

ございません。 

 次に、歳出でございます。 

 92ページをお願いいたします。 

 公衆衛生総務費でございます。 

これは、主に国保ヘルスアップ支援事業に

係るもので、不用額の1,826万円余は、事業

に係る報償費や委託料等の執行残でございま

す。 

  続きまして、別冊の附属資料をお願いいた

します。 

 18ページをお願いいたします。 

 明許繰越しについてでございますが、災害

時歯科保健医療提供体制整備事業につきまし

て、4,500万円の繰越しを行っております。 

これは、災害時の避難所における歯科保健

医療提供のための歯科診療所の導入に対する

助成の経費で、国の経済対策を受けて、２月

補正で予算措置を行ったため、年度内の執行

が困難となり繰り越したものでございます。 

 健康づくり推進課は以上でございます。 

 

○飯野薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料にお戻りいただきまして、93ペー

ジをお開きください。 

 歳入についてでございますが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、94ページ、表中、中ほどの物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金についてで

ございますが、予算現額と収入済額との差が

１億3,747万円余ございますけれども、これ

は、主に令和７年度への事業繰越しによるも

のでございます。 

 なお、事業繰越しにつきましては、後ほど

附属資料を用いて御説明をさせていただきま

す。 

 続きまして、歳入について、主なものを御

説明いたします。 

 96ページをお願いいたします。 

 下段の生活衛生指導費につきまして589万

円余の不用額が、次のページ、97ページにご

ざいます薬務費につきまして3,046万円余の

不用額が生じております。 

これらは、主に物価高騰対策事業等の実績

額が見込みを下回ったことによるものでござ

います。 

 続きまして、別冊の附属資料を御用意くだ

さい。 

 繰越事業について御説明いたします。 

 19ページをお願いします。 

 まず、物価高騰対策事業でございますが、

４件合わせまして１億1,360万円余を繰り越

しております。 

これら、国の補正予算による事業実施でご

ざいまして、年度内の執行が困難であったた

め、やむを得ず繰り越したものでございま

す。 
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  なお、本事業につきましては、年度内には

完了予定としております。 

 次に、一番下、電子処方箋の活用・普及促

進事業でございますが、3,043万円を繰り越

しております。 

こちらについても、国の補正予算による事

業実施でございまして、年度内の執行が困難

なため、やむを得ず繰り越したものでござい

ます。 

  なお、こちらの事業につきましても、年度

内には完了予定としております。 

  薬務衛生課は以上でございます。 

 

○髙木健次委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

 

○前川收委員 まず、説明資料の１ページ

で、歳出の不用額が165億6,000万円が上がっ

ておりますね。内容をずっと一つ一つ説明を

聞きながら見ておりますと、ほとんどが、執

行額が見込みを下回ったということの説明が

多かったと思います。 

  例えばですけれども、ほとんどどの課にも

あるわけでありますけれども、子ども未来課

の44ページ、児童福祉総務費、児童健全育成

事業(運営費)等の実績が見込みを下回ったた

めということで、４億9,000万円の不用額が

生じている。 

 その次のページ、45ページでも、別に子ど

も未来課だけじゃないんですけれども、例え

ばの話ですけれども、ここでも９億748万円

の不用が出ておりますが、これも、施設型・

地域型保育給付費負担金が需要の見込みを、

需要とは書いてませんが、見込みを下回った

ためということになっておりまして、そうい

った不用額、全部が全部じゃありませんけれ

ども、トータルが160億を超える不用額とい

うことになっております。 

 それではでありますけれども、これはもう

全部各課に聞いても仕方ないので、部長に聞

きたいと思っていますが、もともと予算編成

をする中で、所要の見込額というものを算定

なさる。その算定基準というのは当然あろう

かと思ってまして、その基準に、歳出に沿っ

てずっと算定してきているんだと思います

が、仮に、例年、このくらいの不用が出るの

か、もしくは、令和６年度が物すごく不用額

が大きかったのか、もしくは、例年このよう

な不用が仮に出るとすれば、それはやっぱり

見込みの、要するに需要の算定の仕方がちょ

っと改善の余地があるのじゃないかという疑

問もありますけれども、全体論で聞くのはち

ょっと難しいかもしれませんが、多分たくさ

んございますから、各課に全部聞いていった

ら大変なことに、時間がないので。大体その

パターンとして分かっていらっしゃると思い

ますので、その件についてちょっと説明して

もらえればと思います。 

 

○下山健康福祉部長 不用額の件で、御承知

のとおり、健康福祉部、内容的に扶助費的な

性格のものが多うございます。先ほどの給付

金などもそうなんですけれども、市町村の給

付に合わせて県が出したりとか、あと、一番

多いのは国民健康保険の給付でございました

り、そういったいわゆる事業とは少し違う、

性質の異なるものが多い状況でございます。 

 過去の数年、ちょっと令和２年度から見て

みましたら、その中では、165億ってのは一

番少ない数字ではございます。かつてからそ

のような御指摘もありまして、財政課に予算

要求をする際には、どのように見込むか、扶

助費なので当然不足してはならないというこ

ともありまして、多少伸び分とか、あと、い

ろんな要素を配慮しまして、少し多めに積ん

でいる状況でございます。 
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 本来であれば、２月の補正で間に合えば減

らしているものもあるんですけれども、それ

でも、数か月で、もしかして足りなかったら

いけないということで、多少の余裕も残して

いるところもございまして、この分ぐらい

の、歳出予算に占める割合は４％ぐらいにな

ります。このぐらいの割合は、当部の予算の

性質上、お許しいただければなというような

認識でございます。 

 とはいえ、予算の非常に厳しい状況なの

で、かつてよりも精査をして当初予算は計上

しているつもりでございます。 

 引き続き、適正な額を見積もりまして、極

力不用額が生じないような形での予算編成、

それから執行に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 

○前川收委員 例年より多いのかと思ったら

例年より少ないという御答弁でありましたの

で、少しびっくりしましたけれども、需要見

込みをなかなか多めにしとかないと困ること

になるという皆さん方の事業の性格というの

はよく分かっているつもりでありますが、ト

ータルで、160億ですね。160億というのは、

県が新たな事業を起こして何かやろうと思っ

たときに、当初予算でその分の10％でもあれ

ば16億、その10％だけでも、何となく最初の

当初予算の見込みの中から捻出できれば、結

果としては足りているわけですから、１割カ

ットしてでも、その結果は足りているわけで

すから、その16億というお金は物すごく大き

な県の可能性、予算的な可能性、これは、部

とか課にこだわらず、県として使える予算と

いう部分については物すごく大きな予算にな

るというふうに思っています。 

 もちろん、足らなくなることはできません

が、でも、補正予算はできるわけであります

から、仮に需要見込みを上回った金額が必要

だということのときは、それはやっぱり補正

予算を組めばいいわけでありまして、ちょっ

とそこは、やっぱりなお慎重に当初予算を組

むときから組んでもらって、極力不用を減ら

して、不用をなぜ減らさなければいけないか

というのは、今言ったように、それが当初か

ら使える予算としてほかの部分に回せるとす

れば、それぞれ地域の中で抱えている問題、

我々の中にもたくさんありますけれども、こ

んな予算があれば、もっとあれができたの

に、これができたのにというそういう気持ち

が、多分、僕だけじゃなくて、みんなそう思

っていると思いますので、ぜひ、そういった

当初予算を組まれるときに、厳しめの需要予

測をなさるということ、それから、足りてな

けりゃならないというのは当然であります

が、補正予算でも、後で足りなかったら補正

予算で速やかにやる、補正予算の場合、こう

いった特別な事情のやつは、この間は、災害

のときに専決処分というのをやられました。

もしも皆さん方の見込みを上回るような事由

があった場合には、こういう待ったなしとい

う状況のやつには、それは、やり方によって

はそういうこともできないことはない、専決

だってできないことはないと思っています。 

 より予算を柔軟に使うためには、そこの部

分はしっかり精査していただきますようにお

願いをいたしますが、どうでしょう。 

 

○下山健康福祉部長 ありがとうございま

す。 

 実は、一部足りなくなる予算につきまして

は、12月とか２月に増額の補正予算を組ませ

ていただいております。多くは、２月に減額

をする場合が多うございます。その分も見越

して、恐らく総務部のほうも大体このくらい

余るんだろうということは想像はされている

と思うんですけれども、先生がおっしゃるよ

うに、予算が組めるかというと、その分があ

ったらもっとたくさんの予算が最初から計画

的に組めたであろうというような御指摘だと

認識しております。 
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 できるだけ、おっしゃったように、途中で

足りなくなるリスクを、例えば、もう事前に

分かるならば、９月とか12月、早めに積むと

か、もうどうしてもというときは専決をさせ

ていただくとかいう方法も、今御提案もいた

だきましたので、そこも踏まえた上で、精緻

な予算編成というか、要求に努めてまいりた

いと思っております。 

 御指摘ありがとうございます。 

 

○前川收委員 よろしくお願いします。 

 

○髙木健次委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

○髙島和男委員 説明資料の36ページ、社会

福祉課でございます。 

 一番最下段のひきこもり支援推進事業とい

うことで、1,949万円余が支出をされており

ますけれども、資料によりますと、このひき

こもりの相談が延べの656件で、実数が202人

ということでございますけれども、この数字

というのは、あくまで電話とか来所に対応し

た数だと思うんですけれども、実際には、ひ

きこもり、よく言われておりますように、な

かなか声が上げられない潜在的な人たちも多

数いらっしゃるような話もよく耳にしますけ

れども、県としては、その隠れた数字に対し

てどういう御認識をお持ちかということをお

尋ねしたいと思います。 

 

○冨安社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 相談の実績に関しては、今高島委員がおっ

しゃったとおりで、そんな隠れた声というの

はどうなんだって話なんですけれども、たし

か、今このひきこもり支援事業を実施してお

りますひきこもり地域支援センターというの

は精神保健福祉センター、県立大学近くにあ

るだけで、課題としましては、やっぱり場所

が離れたところに関しての対応というのが、

まさに隠れているといいますか、やっぱり来

所が難しいようなところとか、そういうとこ

ろを念頭に、一応出張相談って形でやらせて

いただいていることと、あと、もう一つが、

やっぱり県民の方が一番身近な市町村でそう

したひきこもりの相談対応ができるのが一番

よろしいということで、今市町村のほうの支

援といいますか、そういった取組を支援しま

して、最近の話ではございますけれども、宇

城市あたりでは、令和６年度の４月から独自

に専門の相談窓口を設置しているとか、あ

と、今年度からは合志市がそれに続くという

ふうな状況で、市町村、今それに続いて、ど

んどんどんどんできればいいんですけれど

も、なかなか市町村さんも、やっぱり人員の

問題というのがございますから、なかなか悩

ましいところなんではございますが、続い

て、隠れた需要というのがどれぐらいある

か、ちょっと数値的なお示しはなかなか難し

いんですが、いわゆる出張相談だとか、今言

った市町村での相談ができる対応体制整備、

あと、市町村さんの保健師さんあたりにその

研修とかもやったりしているものですから、

そういうのに力を入れていくというか、やっ

ていきたいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○髙島和男委員 おっしゃるように、市町村

との協力というのは非常に大切だと思います

し、福岡とか、あるいは長崎あたりも、具体

的にそういう家庭訪問というか、アウトリー

チ的なやり方をやっていらっしゃる自治体も

あるようでございますので、ぜひ、潜在的

な、電話もかけられない人たちがいらっしゃ

るかもしれませんので、そういった方々にど

う寄り添うかということを、次年度以降、ぜ

ひ検討をお願いしたいと思います。 

 以上、要望です。 
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○髙木健次委員長 ほかにございませんか。 

 

○前田憲秀委員 説明ありがとうございまし

た。 

 24ページ、高齢者支援課さんのところでお

尋ねですが、老人福祉費の中で、先ほどから

あるように、不用額３億5,300万、その理由

に、看護・福祉職員等処遇改善(介護分)等に

おいて執行額が見込みを下回ったためという

御説明がありました。 

  これはお尋ねですけれども、まず申請が上

がったところにその支援が行くという仕組み

でよろしいだったですかね。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 今御質問がありました補助金につきまして

は、委員御指摘のとおり、申請があったとこ

ろに対して補助を行う制度となっておりま

す。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 繰越しの説明でもあったように、ちょうど

年度をまたいで補正もあり、またいで繰越し

になるみたいなことも多々あると思うんです

けれども、これは足りないぐらいでいいんじ

ゃないかというイメージがあるんですけれど

も、申請漏れがあっているだとか、本当に必

要なところに行き渡っているのかとか、そこ

ら辺は、課長、どんなでしょう。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 この不用額が生じている事業につきまして

は、令和５年度に予算措置をしたものを令和

６年度に繰り越して実施をしている分になり

ます。 

 先ほど繰越しで御説明をしたのは、令和６

年度に予算化をして今年度に繰り越したもの

で、毎年こういう形でちょっと繰り越して実

施をさせていただいている形になっておりま

す。 

それを踏まえまして、この不用額が生じて

います令和５年度補正分につきましては、例

年そうなんですけれども、対象となります高

齢者介護のサービス事業者に対しまして、個

別に登録していただいているメールアドレス

に補助金の御案内等をさせていただいており

まして、できるだけ丁寧に制度の周知を図っ

ているところでございます。 

 令和６年度分の、前に令和４年度補正のと

きにも同様に処遇改善に対する補助を行って

いるんですけれども、そのときが、見込んで

いました事業所の数に対しまして申請があっ

た事業所の数が、おおよそ72％ぐらいだった

んですけれども、今回決算で上げております

令和５年度補正を令和６年度に繰り越して実

施をした補助につきましては、見込んでおり

ました事業所のうち、およそ84％ぐらいの事

業所から申請をいただいているところでござ

います。ですので、周知のほうも頑張ってき

ておりまして、活用いただく事業所は増えて

きているのではないかというふうに認識をし

ているところでございます。 

 

○前田憲秀委員 ありがとうございました。 

 物価高騰対策というのは、昨年から今年に

関して強く言われている部分かなと思いま

す。そして、介護の分野というのは、やっぱ

り公定価格が決まっているので、いろんな処

遇改善はその範囲でやるというのは非常に難

しいところじゃないかなと。 

 こういう緊急の補正だとか支援策だとか、

そういったので何らかの形で処遇改善に取り

組んでいただけるんじゃないかというのが私

の思いでもありますので、先ほど、見込みを

利用者は増えているってことですけれども、

まだまだこの不用額は足りないぐらいでいい

んじゃないかなという実感もありますので、

徹底というか、案内漏れがないような周知徹
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底は、さらにしっかり進めていただければと

思います。 

 

○笠高齢者支援課長 高齢者支援課でござい

ます。 

 今委員のほうから御指摘がありましたとお

り、当課におきましても、制度周知等を今後

より一層図って、より多くの事業者の方に御

利用いただけるように努めてまいりたいと思

います。ありがとうございます。 

 

○前田憲秀委員 お願いします。 

 以上です。 

 

○髙木健次委員長 ほかにございませんか。 

 ――なければ、これで審査を終了します。 

 次回の第４回委員会は、10月17日金曜日午

前10時から開会し、午前に環境生活部、午後

から商工労働部及び観光文化部の審査を行う

こととしておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

  午後２時24分閉会 
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